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教 育 委 員 会

一　 般　 会　 計 （ 単位： 千円）

国支出金 地方債 その他

教 育 政 策 課 4, 086, 132 4, 086, 132

学 校 人 事 課 112, 724, 516 520, 393 113, 244, 909 520, 393

文 化 課 1, 098, 399 367, 333 1, 465, 732 329, 000 38, 333

施 設 課 8, 024, 597 8, 024, 597

高 校 教 育 課 2, 235, 218 2, 235, 218

特 別 支 援 教 育 課 244, 786 244, 786

学校安全・ 安心推進課 606, 003 606, 003

体 育 保 健 課 2, 361, 425 2, 361, 425

義 務 教 育 課 516, 513 516, 513

社 会 教 育 課 1, 268, 681 1, 268, 681

人 権 同 和 教 育 課 29, 794 29, 794

一 般 会 計 合 計 133, 196, 064 887, 726 134, 083, 790 520, 393 329, 000 38, 333

熊本県立高等学校実習資金特別会計 （ 単位： 千円）

高 校 教 育 課 374, 950 374, 950

熊本県育英資金等貸与特別会計 （ 単位： 千円）

高 校 教 育 課 546, 379 546, 379

合　 　 　 　 　 計 （ 単位： 千円）

教 育 委 員 会 合 計 134, 117, 393 887, 726 135, 005, 119 520, 393 329, 000 38, 333

令和７ 年度６ 月補正予算総括表

補　 正　 額 　 の 　 財 　 源 　 内  訳

一般財源
課    　 名 補正前の額 計

特     定    　 財    　 源
補　 正　 額
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学校人事課（ 一般会計）
 （ 単位： 千円）

事項別

明細書 目   名 補正前の額 補正額 計

頁  数 国支出金 地方債 その他

１ 　 管理運営費 520, 393

（ １ ） 就学支援金交付等事業 520, 393

　 　 公立高等学校の生徒への高校生等臨時支援金の支給

　 に要する 経費

　

令和７ 年度６ 月補正予算県議会説明資料

補  正  額  の  財  源  内  訳

特    定    財    源
一般財源

説                 明

32 教職員人事費 12, 145, 679 520, 393 12, 666, 072 520, 393

課      計 112, 724, 516 520, 393 113, 244, 909 520, 393
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文化課（ 一般会計）
 （ 単位： 千円）

事項別

明細書 目   名 補正前の額 補正額 計

頁  数 国支出金 地方債 その他

１ 　 美術館施設整備費 367, 333

（ １ ） 県立美術館本館改修整備事業 367, 333

　 　 県立美術館本館永青文庫常設展示室の空調設備の

　 改修等に要する 経費

　

693, 828

補  正  額  の  財  源  内  訳

特    定    財    源
一般財源

説                 明

課      計

329, 000 38, 333

1, 098, 399 367, 333 1, 465, 732 329, 000 38, 333

33 美術館費 326, 495 367, 333
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施設課
（ 単位： 千円）

事　 　 　 　 　 項 期　 　 　 　 　 間 限　 　 度　 　 額 説　 　 　 　 明

債　 務　 負　 担　 行　 為　 補　 正（ 追　 加）

議　 案
頁　 数

6
熊本工業高校実習棟改築工事

熊　 本　 市
令和８ 年度 740, 143

熊本工業高校実習棟改築に係る 工事費
（ 理由）
工期を 15か月程度確保する 必要がある
ため
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学校人事課
（ 単位： 円）

　 　 　 　 　
款 項 事　 業　 名 金　 額 翌年度繰越額

　

6, 829, 000 6, 829, 000

文化課
（ 単位： 円）

　 　 　 　 　
款 項 事　 業　 名 金　 額 翌年度繰越額

　

821, 815, 000 283, 358, 739

28, 560, 000
工法の変更等に日数を要し 、 年度内執行が困難と なっ
たため
　 長砂連古墳外４ 件（ ５ か所）

合　 　 計

60 災害復旧費 教育災害復旧費 文化財災害復旧費 104, 422, 000

49, 151, 000 22, 745, 000
工法の変更や資材の調達等に日数を要し 、 年度内執行
が困難と なったため
　 熊本城外４ 件（ ５ か所）

112, 344, 000
国の用地買収が遅延し たこ と によ り 、 年度内執行が困
難と なっ たため
　 竹迫城惣構え跡（ １ か所）

58 教育費 社会教育費 美術館本館施設改修事業費 243, 109, 000 119, 709, 739
工法の変更等に日数を要し 、 年度内執行が困難と なっ
たため
　 美術館本館（ １ か所）

57 教育費 社会教育費 埋蔵文化財発掘調査費 425, 133, 000

合　 　 計

令和６ 年度熊本県一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

議 案
頁 数

繰　 越　 の　 理　 由

57 教育費 高等学校費
県立学校原油価格・ 物価高騰対策事
業費

6, 829, 000 6, 829, 000
国の補正予算（ 経済対策） に伴う 事業であり 、 年度内
の執行が困難であっ たため

議 案
頁 数

繰　 越　 の　 理　 由

58 教育費 社会教育費 文化財保存整備事業費
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施設課
（ 単位： 円）

　 　 　 　 　
款 項 事　 業　 名 金　 額 翌年度繰越額

　

57 教育費 高等学校費 高等学校施設整備事業費 4, 686, 021, 000 1, 732, 054, 000

学校運営に配慮し た工期工程の調整等に時間を要し 、
年度内の執行が困難と なっ たため

　 玉名高校長寿命化改修第１ 期工事外１ ４ 件

57 教育費 特別支援学校費 特別支援学校施設整備事業費 698, 075, 000 285, 767, 000

6, 096, 420, 000 2, 187, 874, 000

議 案
頁 数

繰　 越　 の　 理　 由

57 教育費 高等学校費 高等学校校舎新築・ 増改築事業費 382, 002, 000 31, 263, 000

工事の不落に伴い、 工事の年度内の執行が困難と なっ
たため

　 熊本工業高校既存校舎解体・ 駐輪場移設工事

合　 　 計

国の補正予算（ 経済対策） に伴う 事業等であり 、 年度
内の執行が困難であったため
　 熊本はばたき 高等支援学校体育館空調整備工事
　 外４ 件

57 教育費 特別支援学校費 特別支援教育環境整備事業費 330, 322, 000 138, 790, 000

学校運営に配慮し た工期工程の調整等に時間を要し 、
年度内の執行が困難と なっ たため

　 大津支援学校校舎（ 実習棟） 新築工事
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高校教育課
（ 単位： 円）

　 　 　 　 　
款 項 事　 業　 名 金　 額 翌年度繰越額

　

339, 094, 000 194, 832, 362

特別支援教育課
（ 単位： 円）

　 　 　 　 　
款 項 事　 業　 名 金　 額 翌年度繰越額

　

959, 000 959, 000合　 　 計

議 案
頁 数

繰　 越　 の　 理　 由

56 教育費 教育総務費
県立特別支援学校寄宿舎費支援事業
費

959, 000 959, 000
国の補正予算（ 経済対策） に伴う 事業であり 、 年度内
の執行が困難であっ たため

合　 　 計

107, 000, 000
国の補正予算（ 経済対策） に伴う 事業であり 、 年度内
の執行が困難であっ たため

57 教育費 高等学校費 高森高校環境整備事業費 232, 094, 000 87, 832, 362

学校運営に配慮し た工期工程の調整等に時間を要し 、
年度内の執行が困難と なっ たため

　 高森高校マン ガ学科校舎棟新築工事外４ 件

56 教育費 教育総務費 高等学校Ｄ Ｘ 推進事業費 107, 000, 000

議 案
頁 数

繰　 越　 の　 理　 由
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体育保健課
（ 単位： 円）

　 　 　 　 　
款 項 事　 業　 名 金　 額 翌年度繰越額

　

義務教育課
（ 単位： 円）

　 　 　 　 　
款 項 事　 業　 名 金　 額 翌年度繰越額

　

24, 453, 000 21, 807, 000

58 教育費 保健体育費 県営体育施設管理運営費 31, 187, 000 5, 000, 000
県民総合運動公園陸上競技場ス ロ ープ軒天井改修工事
において、 工事着手時期に関する 公園利用者と の調整
に日数を 要し 、 年度内の執行が困難と なったため

合　 　 計

15, 000, 000
国の補正予算（ 経済対策） に伴う 事業であり 、 年度内
の執行が困難であっ たため

56 教育費 教育総務費
く ま も と 新時代を担う グロ ーバル人
材育成推進事業費

15, 000, 000

議 案
頁 数

繰　 越　 の　 理　 由

56 教育費 教育総務費 文化部活動指導員配置支援事業費 9, 453, 000 6, 807, 000
国の補正予算（ 経済対策） に伴う 事業であり 、 年度内
の執行が困難であっ たため

合　 　 計 867, 556, 000 128, 467, 000

23, 517, 000
県立総合体育館音響設備改修工事の工法・ 工程及び仮
設計画の検討に日数を要し 、 年度内の執行が困難と
なっ たため

58 教育費 保健体育費 県営体育施設整備事業費 736, 419, 000

議 案
頁 数

繰　 越　 の　 理　 由

58 教育費 保健体育費
子供たちの豊かなス ポーツ 環境整備
事業費

99, 950, 000 99, 950, 000
国の補正予算（ 経済対策） に伴う 事業であり 、 年度内
の執行が困難であっ たため
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第 １ １  号 

   藤崎台県営野球場条例の一部を 改正する 条例の制定について 

 藤崎台県営野球場条例の一部を 改正する 条例を 次のよ う に制定する こ と と する 。  

  令和７ 年６ 月６ 日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

   藤崎台県営野球場条例の一部を 改正する 条例 

藤崎台県営野球場条例（ 昭和３ ５ 年熊本県条例第３ ６ 号） の一部を 次のよ う に改正する 。  

 別表の１ の表中「 ５ ， ０ ６ ０ 円」 を 「 ５ ， ６ １ ０ 円」 に、 「 ４ ， ４ ０ ０ 円」 を 「 ４ ， ８

７ ０ 円」 に、 「 ５ ， ２ ８ ０ 円」 を 「 ５ ， ８ ５ ０ 円」 に、 「 ５ ， ６ １ ０ 円」 を 「 ６ ， ２ １ ０

円」 に、 「 ６ ， ５ ０ ０ 円」 を 「 ７ ， ２ ０ ０ 円」 に、 「 ７ ， ０ ４ ０ 円」 を 「 ７ ， ８ ０ ０ 円」

に、 「 ８ ， ０ ４ ０ 円」 を 「 ８ ， ９ ０ ０ 円」 に、 「 １ ， ７ ６ ０ 円」 を 「 １ ， ９ ５ ０ 円」 に、

「 ２ ， １ ０ ０ 円」 を 「 ２ ， ３ ３ ０ 円」 に、 「 ３ ， ０ ０ ０ 円」 を 「 ３ ， ３ ３ ０ 円」 に、 「 ３ ，

７ ０ ０ 円」 を 「 ４ ， １ ０ ０ 円」 に、 「 １ ， １ ０ ０ 円」 を 「 １ ， ２ ２ ０ 円」 に改める 。  

別表の２ の表中「 ５ ８ ０ 円」 を 「 ６ ５ ０ 円」 に、 「 ２ ５ ０ 円」 を 「 ２ ８ ０ 円」 に、 「 １ ，

４ ７ ０ 円」 を 「 １ ， ６ ９ ０ 円」 に、 「 ６ ６ ０ 円」 を 「 ７ ６ ０ 円」 に、 「 ２ ， ９ ３ ０ 円」 を

「 ３ ， ３ ７ ０ 円」 に、 「 １ ， ３ ３ ０ 円」 を 「 １ ， ５ ３ ０ 円」 に、 「 ４ ， ７ ２ ０ 円」 を 「 ５ ，

４ ２ ０ 円」 に、 「 ２ ， １ ４ ０ 円」 を 「 ２ ， ４ ６ ０ 円」 に、 「 ３ ５ ０ 円」 を 「 ３ ９ ０ 円」 に、  

「 １ ５ ０ 円」 を 「 １ ７ ０ 円」 に、 「 ２ ３ ０ 円」 を 「 ２ ６ ０ 円」 に、 「 １ ０ ０ 円」 を 「 １ １

０ 円」 に、 「 ４ ６ ０ 円」 を 「 ５ １ ０ 円」 に、 「 ２ ０ ０ 円」 を 「 ２ ３ ０ 円」 に改める 。  

別表の３ の表中「 ４ ９ ５ ， ０ ０ ０ 円」 を 「 ５ ４ ７ ， ９ ７ ０ 円」 に、 「 １ ２ ３ ， ２ ０ ０ 円」  

を 「 １ ３ ６ ， ３ ９ ０ 円」 に、 「 ４ ４ ， ０ ０ ０ 円」 を 「 ４ ８ ， ７ １ ０ 円」 に、 「 ２ ８ ， ０ ０

０ 円」 を 「 ３ １ ， ０ ０ ０ 円」 に、 「 ２ ２ ， ０ ０ ０ 円」 を 「 ２ ４ ， ３ ６ ０ 円」 に、 「 １ ４ ，

０ ０ ０ 円」 を 「 １ ５ ， ５ ０ ０ 円」 に、 「 １ １ ， ０ ０ ０ 円」 を 「 １ ２ ， １ ８ ０ 円」 に、 「 ７ ，

０ ０ ０ 円」 を 「 ７ ， ７ ５ ０ 円」 に改める 。  

   附 則 

１  こ の条例は、 令和８ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

２  改正後の別表の規定は、 こ の条例の施行の日以後の使用に係る 使用料について適用し 、  

同日前の使用に係る 使用料については、 なお従前の例によ る 。  

 （ 提案理由）  

藤崎台県営野球場の施設及び設備使用料の算定に係る 経費単価の見直し に伴い、 使用料

の額を 改定する 必要がある 。  

こ れが、 こ の条例案を 提出する 理由である 。  
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条 例 等 議 案 関 係 （ 概 要）  

議案番号 議 案 名 内     容 

第１ １ 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤崎台県営野球

場条例の一部を

改正する 条例の

制定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  制定改廃の必要性（ 背景、 法令上の根拠等）  

 藤崎台県営野球場の施設及び設備使用料の算定

に係る 経費単価の見直し に伴い、 使用料の額を 改

定する 必要がある 。  

 

２  内容 

使用料を改定する 。  

  （ 別表関係）  

 

３  施行期日 

  令和８ 年４ 月１ 日 
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第 １ ２  号 

   熊本武道館条例の一部を 改正する 条例の制定について 

 熊本武道館条例の一部を 改正する 条例を 次のよ う に制定する こ と と する 。  

  令和７ 年６ 月６ 日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

   熊本武道館条例の一部を 改正する 条例 

熊本武道館条例（ 昭和４ ６ 年熊本県条例第６ ２ 号） の一部を 次のよ う に改正する 。  

 別表の１ の表中「 ２ ， ４ ２ ０ 円」 を 「 ２ ， ７ ０ ０ 円」 に、 「 ４ ， ３ ０ ０ 円」 を 「 ４ ， ８

０ ０ 円」 に、 「 ７ ， ３ ７ ０ 円」 を 「 ８ ， ２ ２ ０ 円」 に、 「 ６ ， １ ６ ０ 円」 を 「 ６ ， ８ ７ ０

円」 に、 「 １ １ ， ６ ６ ０ 円」 を 「 １ ３ ， ０ ０ ０ 円」 に、 「 １ ４ ， ０ ８ ０ 円」 を 「 １ ５ ， ７

０ ０ 円」 に、 「 １ ， ６ ０ ０ 円」 を 「 １ ， ７ ９ ０ 円」 に、 「 ２ ， ８ ０ ０ 円」 を 「 ３ ， １ ３ ０

円」 に、 「 ５ ， ０ ０ ０ 円」 を 「 ５ ， ５ ８ ０ 円」 に、 「 ４ ， ４ ０ ０ 円」 を 「 ４ ， ９ １ ０ 円」

に、 「 ７ ， ８ ０ ０ 円」 を 「 ８ ， ７ ０ ０ 円」 に、 「 ９ ， ４ ０ ０ 円」 を 「 １ ０ ， ４ ９ ０ 円」 に、

「 １ ， １ ０ ０ 円」 を 「 １ ， ２ ３ ０ 円」 に、 「 ２ ， ２ ０ ０ 円」 を 「 ２ ， ４ ６ ０ 円」 に、 「 ３ ，

９ ０ ０ 円」 を 「 ４ ， ３ ５ ０ 円」 に、 「 ３ ， ３ ０ ０ 円」 を 「 ３ ， ６ ８ ０ 円」 に、 「 ６ ， ７ ０  

０ 円」 を 「 ７ ， ４ ７ ０ 円」 に、 「 ４ ， ８ ４ ０ 円」 を 「 ５ ， ４ ０ ０ 円」 に、 「 ８ ， ５ ８ ０ 円」  

を 「 ９ ， ５ ７ ０ 円」 に、 「 １ ４ ， ７ ４ ０ 円」 を 「 １ ６ ， ４ ４ ０ 円」 に、 「 １ ２ ， ３ ２ ０ 円」  

を 「 １ ３ ， ７ ４ ０ 円」 に、 「 ２ ３ ， ３ ２ ０ 円」 を 「 ２ ６ ， ０ １ ０ 円」 に、 「 ２ ８ ， １ ６ ０  

円」 を 「 ３ １ ， ４ ０ ０ 円」 に、 「 ３ ， ２ ０ ０ 円」 を 「 ３ ， ５ ７ ０ 円」 に、 「 ５ ， ６ ０ ０ 円」  

を 「 ６ ， ２ ５ ０ 円」 に、 「 １ ０ ， ０ ０ ０ 円」 を 「 １ １ ， １ ５ ０ 円」 に、 「 ８ ， ８ ０ ０ 円」  

を 「 ９ ， ８ ２ ０ 円」 に、 「 １ ５ ， ６ ０ ０ 円」 を 「 １ ７ ， ４ ０ ０ 円」 に、 「 １ ８ ， ８ ０ ０ 円」  

を 「 ２ ０ ， ９ ７ ０ 円」 に、 「 ６ ， ６ ０ ０ 円」 を 「 ７ ， ３ ６ ０ 円」 に、 「 １ ３ ， ４ ０ ０ 円」

を 「 １ ４ ， ９ ５ ０ 円」 に、 「 ２ １ ０ 円」 を 「 ２ ４ ０ 円」 に、 「 ４ ２ ０ 円」 を 「 ４ ７ ０ 円」  

に、 「 ７ ３ ０ 円」 を 「 ８ ２ ０ 円」 に、 「 ６ ３ ０ 円」 を 「 ７ １ ０ 円」 に、 「 １ ， １ ５ ０ 円」  

を 「 １ ， ２ ９ ０ 円」 に、 「 １ ， ３ ６ ０ 円」 を 「 １ ， ５ ２ ０ 円」 に、 「 ８ ６ ０ 円」 を 「 ９ ６  

０ 円」 に、 「 １ ， ０ ０ ０ 円」 を 「 １ ， １ ２ ０ 円」 に、 「 １ ， ５ ９ ０ 円」 を 「 １ ， ７ ８ ０ 円」  

に、 「 １ ， ８ ４ ０ 円」 を 「 ２ ， ０ ６ ０ 円」 に、 「 ２ ， ５ ９ ０ 円」 を 「 ２ ， ８ ９ ０ 円」 に改

める 。  

別表の２ の表を 次のよ う に改める 。  

２  個人使用料 

区分

対象 

１ 人１ 回 回数券 

（ １ ０ 回分）  

定期券 

（ １ か月）  

一般 １ ９ ０ 円 １ ， ６ １ ０ 円 １ ， ８ ５ ０ 円

大学生 １ ３ ０ 円 １ ， ０ １ ０ 円 １ ， ４ ５ ０ 円
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別表の３ の表中「 ３ ７ ０ 円」 を 「 ４ ２ ０ 円」 に、 「 ４ ３ ０ 円」 を 「 ４ ８ ０ 円」 に、 「 ７

９ ０ 円」 を 「 ８ ８ ０ 円」 に、 「 ８ ６ ０ 円」 を 「 ９ ６ ０ 円」 に、 「 １ ， ２ ２ ０ 円」 を 「 １ ，

３ ６ ０ 円」 に改める 。  

   附 則 

１  こ の条例は、 令和８ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

２  改正後の別表の規定は、 こ の条例の施行の日以後の使用に係る 使用料について適用し 、  

同日前の使用に係る 使用料については、 なお従前の例によ る 。  

 （ 提案理由）  

熊本武道館の施設及び設備使用料の算定に係る 経費単価の見直し 等に伴い、 使用料の額

を 改定する 等の必要がある 。  

こ れが、 こ の条例案を 提出する 理由である 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校生    

中学生以下 ７ ０ 円 ５ １ ０ 円 １ ， ０ １ ０ 円
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条 例 等 議 案 関 係 （ 概 要）  

議案番号 議 案 名 内     容 

第１ ２ 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本武道館条例

の一部を 改正す

る 条例の制定に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  制定改廃の必要性（ 背景、 法令上の根拠等）  

 熊本武道館の施設及び設備使用料の算定に係る

経費単価の見直し 等に伴い、 使用料の額を改定 

する 等の必要がある 。  

 

２  内容 

使用料の額及び区分を 改定する 。  

  （ 別表関係）  

 

３  施行期日 

  令和８ 年４ 月１ 日 
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第 １ ３  号 

   熊本県立総合体育館条例の一部を 改正する 条例の制定について 

 熊本県立総合体育館条例の一部を 改正する 条例を 次のよ う に制定する こ と と する 。  

  令和７ 年６ 月６ 日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

   熊本県立総合体育館条例の一部を 改正する 条例 

熊本県立総合体育館条例（ 昭和５ ７ 年熊本県条例第３ ３ 号） の一部を 次のよ う に改正す

る 。  

 別表の１ の表中「 １ ， ０ ３ ０ 円」 を 「 １ ， １ ６ ０ 円」 に、 「 ４ ６ ５ 円」 を 「 ５ ３ ０ 円」

に、 「 １ ， ４ １ ０ 円」 を 「 １ ， ５ ９ ０ 円」 に、 「 ６ ４ ０ 円」 を 「 ７ ２ ０ 円」 に、 「 ５ １ ０  

円」 を 「 ５ ８ ０ 円」 に、 「 ２ ３ ５ 円」 を 「 ２ ７ ０ 円」 に、 「 ８ ９ ０ 円」 を 「 １ ， ０ ０ ０ 円」  

に、 「 ４ １ ０ 円」 を 「 ４ ６ ０ 円」 に、 「 ３ ０ ０ 円」 を 「 ３ ４ ０ 円」 に、 「 １ ３ ５ 円」 を 「  

１ ６ ０ 円」 に、 「 １ ８ ０ 円」 を 「 ２ １ ０ 円」 に、 「 ８ ５ 円」 を 「 １ ０ ０ 円」 に、 「 ９ ０ 円」  

を 「 １ ０ ０ 円」 に、 「 １ ３ ０ 円」 を 「 １ ５ ０ 円」 に、 「 ２ ９ ０ 円」 を 「 ３ ３ ０ 円」 に、 「  

９ ０ ０ 円」 を 「 １ ， ０ １ ０ 円」 に、 「 １ ， ３ ０ ０ 円」 を 「 １ ， ４ ６ ０ 円」 に、 「 ２ ， ８ ６  

０ 円」 を 「 ３ ， ２ １ ０ 円」 に、 「 １ ， ８ ０ ０ 円」 を 「 ２ ， ０ ２ ０ 円」 に、 「 ４ ， ０ ７ ０ 円」  

を 「 ４ ， ５ ７ ０ 円」 に、 「 ３ ９ ０ 円」 を 「 ４ ４ ０ 円」 に、 「 １ ７ ５ 円」 を 「 ２ ０ ０ 円」 に、  

「 ３ ， ８ ６ ０ 円」 を 「 ４ ， ３ ３ ０ 円」 に、 「 １ ， ７ ５ ０ 円」 を 「 １ ， ９ ７ ０ 円」 に、 「 ６  

８ ０ 円」 を 「 ７ ７ ０ 円」 に、 「 ３ １ ０ 円」 を 「 ３ ５ ０ 円」 に、 「 ４ ０ ５ 円」 を 「 ４ ６ ０ 円」  

に、 「 １ ， ５ ４ ０ 円」 を 「 １ ， ７ ３ ０ 円」 に、 「 ７ ０ ０ 円」 を 「 ７ ９ ０ 円」 に、 「 １ ， ９

８ ０ 円」 を 「 ２ ， ２ ３ ０ 円」 に、 「 ３ ， ０ １ ０ 円」 を 「 ３ ， ３ ８ ０ 円」 に、 「 ２ ， ０ １ ０  

円」 を 「 ２ ， ２ ６ ０ 円」 に、 「 １ ， ０ １ ０ 円」 を 「 １ ， １ ４ ０ 円」 に、 「 ６ ７ ０ 円」 を 「  

７ ６ ０ 円」 に改める 。  

別表の２ の表大体育室の項中「 ２ ， ４ ２ ０ 円」 を 「 ２ ， ７ ２ ０ 円」 に、 「 １ ０ ， １ ２ ０

円」 を 「 １ １ ， ３ ６ ０ 円」 に改め、 同表中体育室の項中「 １ ， ９ １ ０ 円」 を 「 ２ ， １ ５ ０

円」 に、 「 ８ ， ０ ７ ０ 円」 を 「 ９ ， ０ ６ ０ 円」 に改め、 同項の次に次のよ う に加える 。  

 別表２ の表室内温水プールの項中「 ２ ， ６ ９ ０ 円」 を 「 ３ ， ０ ２ ０ 円」 に、 「 ３ ， ４ １

０ 円」 を 「 ３ ， ８ ３ ０ 円」 に改め、 同表照明設備の項中「 ３ ， ７ ４ ０ 円」 を 「 ４ ， ２ ０ ０  

円」 に、 「 １ ， ９ ８ ０ 円」 を 「 ２ ， ２ ３ ０ 円」 に、 「 １ ， ３ ２ ０ 円」 を 「 １ ， ４ ９ ０ 円」  

に、 「 ６ ６ ０ 円」 を 「 ７ ４ ０ 円」 に、 「 ４ ４ ０ 円」 を 「 ５ ０ ０ 円」 に改め、 同表大体育室

 

小体育室 

アマチュ アス ポーツ に使用する  

場合 

１ 時間ま でごと につき  ２ ， １ ０ ０ 円

アマチュ アス ポーツ 以外に使用 

する 場合 

１ 時間ま でご と につき  ８ ， ８ ２ ０ 円
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冷暖房設備の項中「 １ １ ， ０ ０ ０ 円」 を 「 １ ２ ， ３ ５ ０ 円」 に改め、 同表大型映像装置Ａ

の項及び大型映像装置Ｂ の項中「 １ ， １ ３ ０ 円」 を 「 １ ， ２ ３ ０ 円」 に改める 。  

   附 則 

１  こ の条例は、 令和８ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

２  改正後の別表の規定は、 こ の条例の施行の日以後の使用に係る 使用料について適用し 、  

同日前の使用に係る 使用料については、 なお従前の例によ る 。  

 （ 提案理由）  

熊本県立総合体育館の施設及び設備使用料の算定に係る 経費単価の見直し 等に伴い、 使

用料の額を 改定する 等の必要がある 。  

こ れが、 こ の条例案を 提出する 理由である 。  
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条 例 等 議 案 関 係 （ 概 要）  

議案番号 議 案 名 内     容 

第１ ３ 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県立総合体

育館条例の一部

を 改正する 条例

の制定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  制定改廃の必要性（ 背景、 法令上の根拠等）  

 熊本県立総合体育館の施設及び設備使用料の算

定に係る 経費単価の見直し 等に伴い、 使用料の額

を改定する 等の必要がある 。  

 

２  内容 

使用料の額及び料金区分を改定する 。  

  （ 別表関係）  

 

３  施行期日 

  令和８ 年４ 月１ 日 

-17-



 

第 １ ４  号 

   熊本県総合射撃場条例の一部を 改正する 条例の制定について 

 熊本県総合射撃場条例の一部を 改正する 条例を 次のよ う に制定する こ と と する 。  

  令和７ 年６ 月６ 日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

   熊本県総合射撃場条例の一部を 改正する 条例 

熊本県総合射撃場条例（ 平成１ ０ 年熊本県条例第２ ６ 号） の一部を 次のよ う に改正する 。  

 別表の１ の表中「 １ ０ ０ 円」 を 「 １ ２ ０ 円」 に、 「 １ ６ ０ 円」 を 「 １ ９ ０ 円」 に、 「 ２  

０ ０ 円」 を 「 ２ ３ ０ 円」 に、 「 ３ ９ ０ 円」 を 「 ４ ５ ０ 円」 に、 「 ７ ８ ０ 円」 を 「 ８ ９ ０ 円」  

に、 「 １ ， ７ ２ ０ 円」 を 「 １ ， ９ ６ ０ 円」 に、 「 １ ３ ， ７ ６ ０ 円」 を 「 １ ５ ， ６ ４ ０ 円」

に、 「 ３ ５ ， ２ ０ ０ 円」 を 「 ３ ９ ， ９ ９ ０ 円」 に、 「 ３ ， ２ ０ ０ 円」 を 「 ３ ， ６ ４ ０ 円」

に、 「 ２ ０ ， ９ ０ ０ 円」 を 「 ２ ３ ， ７ ５ ０ 円」 に改める 。  

別表の２ の表中「 ４ ０ 円」 を 「 ５ ０ 円」 に、 「 ６ ０ 円」 を 「 ７ ０ 円」 に、 「 ４ ４ ０ 円」

を 「 ５ ０ ０ 円」 に、 「 ６ ６ ０ 円」 を 「 ７ ５ ０ 円」 に改める 。  

   附 則 

１  こ の条例は、 令和８ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

２  改正後の別表の規定は、 こ の条例の施行の日以後の使用に係る 使用料について適用し 、  

同日前の使用に係る 使用料については、 なお従前の例によ る 。  

 （ 提案理由）  

熊本県総合射撃場の施設及び設備使用料の算定に係る 経費単価の見直し に伴い、 使用料

の額を 改定する 必要がある 。  

こ れが、 こ の条例案を 提出する 理由である 。  
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条 例 等 議 案 関 係 （ 概 要）  

議案番号 議 案 名 内     容 

第１ ４ 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県総合射撃

場条例の一部を

改正する 条例の

制定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  制定改廃の必要性（ 背景、 法令上の根拠等）  

 熊本県総合射撃場の施設及び設備使用料の算定

に係る 経費単価の見直し に伴い、 使用料の額を 改

定する 必要がある 。  

 

２  内容 

使用料を改定する 。  

  （ 別表関係）  

 

３  施行期日 

  令和８ 年４ 月１ 日 
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第 ２ ６  号 

   専決処分の報告及び承認について 

 地方自治法（ 昭和２ ２ 年法律第６ ７ 号） 第１ ７ ９ 条第１ 項の規定によ り 専決処分し た事

件について、 同条第３ 項の規定によ り 次のと おり 報告し 、 承認を 求める 。  

  令和７ 年６ 月６ 日提出 

熊本県知事 木 村 敬 

専第 ５ ９  号 

熊本県立高等学校の授業料等に関する 条例の一部を 改正する 条例の制定について 

 熊本県立高等学校の授業料等に関する 条例の一部を 改正する 条例を 次のよ う に制定する

こ と と する 。  

  令和７ 年３ 月３ １ 日専決 

                           熊本県知事 木 村 敬 

   熊本県立高等学校の授業料等に関する 条例の一部を 改正する 条例 

熊本県立高等学校の授業料等に関する 条例（ 昭和２ ３ 年熊本県条例第１ ８ 号） の一部を

次のよ う に改正する 。  

 附則を 次のよ う に改める 。  

（ 施行期日）  

１  こ の条例は、 昭和２ ３ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

（ 県立学校諸証明手数料徴収条例の廃止）  

２  県立学校諸証明手数料徴収条例（ 昭和２ ２ 年熊本県条例第３ ４ 号） は、 廃止する 。  

（ 令和７ 年度における 授業料の納付の猶予の特例）  

３  令和７ 年度における 第２ 条第４ 項の規定の適用については、 同項中「 生徒（ 通信制の

課程の生徒を 除く 。 ） 」 と ある のは、 「 生徒」 と 、 「 又は同法」 と ある のは、 「 若し く

は同法」 と 、 「 場合」 と ある のは、 「 場合又は知事が当該生徒の授業料に係る 債権の弁

済に充てる ための交付金等の交付が見込ま れる 場合」 と 、 「 第２ 項」 と ある のは、 「 前 

２ 項」 と 、 「 当該申請又は届出を し た日の属する 月から 知事が指定する 月ま での各月分」

と ある のは、 「 知事が指定する 期間」 と する 。  

  附 則 

こ の条例は、 令和７ 年４ 月１ 日から 施行する 。  
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条 例 等 議 案 関 係 （ 概 要）  

議案番号 議 案 名 内     容 

第２ ６ 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告

及び承認につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  専決処分し た案件の名称 

熊本県立高等学校の授業料等に関する 条例の一

部を 改正する 条例の制定について 

 

２  専決処分の理由 

高校無償化における 高等学校等修学支援事業費

補助金の高校生等臨時支援の実施に伴い、 関係規

定を 整備する 必要があったため。  

 

３  内容 

（ １ ） 条例改正の内容 

令和７ 年度における 授業料の納付の猶予に係

る 特例規定を設ける 。 （ 附則第３ 項関係）  

（ ２ ） 施行期日 

令和７ 年４ 月１ 日から 施行 
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報告第 １ ８  号 

家庭教育支援の推進に関する 施策の報告について 

く ま も と 家庭教育支援条例（ 平成２ ４ 年熊本県条例第８ ８ 号） 第１ １ 条の規定によ り 、

令和７ 年度の熊本県における 家庭教育支援の推進に関する 施策を 次のと おり 報告する 。  

令和７ 年６ 月６ 日提出 

                        熊本県知事 木 村 敬    

１  親と し ての学びを 支援する 学習機会の提供 

保護者が家庭教育の内容、 子育ての知識その他の親と し て成長する ために必要なこ と

について学ぶこ と を 支援する 学習方法の開発及び普及を 行う と と も に、 学習機会の提供

を 行う 。  

〔 事業一覧〕  

  

 

  

１  
く ま も と 子育て応援プロ ジェ ク ト の実施 1, 524 子ど も 未来課 

２  
消費生活相談・ 啓発事業 57, 584 

の一部 

消費生活課 

３  
食品ロ ス 削減推進事業( 意識改革・ 行動

変容推進)  

7, 854 

の一部 

消費生活課 

４  
情報安全出前講座 91 教育政策課 

５  
く ま も と 「 親の学び」 プロ グラ ムの推進 

（ 保護者対象）  

2, 008 

の一部 

社会教育課 

６  
肥後っ 子を ま も る 保護者教室 － 

（ ゼロ 予算）  

生活安全企画課 

 

２  親になる ための学びの推進 

子ど も たちが家庭の役割、 子育ての意義その他の将来親になる こ と について学ぶこ と

を 支援する 学習方法の開発及び普及を 行う と と も に、 学習機会の提供を 行う 。  

〔 事業一覧〕  

 

 

   

７  
私立中学・ 高校における 保育体験の推進 8, 902 

の一部 

私学振興課 

事 業 又 は 取 組 名 担 当 課 

事 業 又 は 取 組 名 担 当 課 

番
号 

番
号 

令和７ 年度当初 

予算額（ 千円）  

令和７ 年度当初 

予算額（ 千円）  
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８  
高校生の留学促進事業 3, 000 私学振興課 

義務教育課 

９  
認知症サポータ ーアク ティ ブチーム 支援

事業 

4, 375 

の一部 

認知症施策・ 地域

ケア推進課 

10 
生活困窮者自立支援法に基づく 子ど も の

学習・ 生活支援事業 

52, 770 社会福祉課 

11 
私立幼稚園における 高校生の保育体験の

受入れの推進 

82, 849 

の一部 

子ど も 未来課 

12 
思春期健康教育事業（ プレ コ ン セプショ

ン ケ ア普及啓発推進事業）  

3, 939 

の一部 

子ど も 未来課 

13 
こ ど も の居場所づく り 支援事業（ 学習支

援・ 交流事業）  

13, 084 子ど も 家庭福祉課 

14 
く ま も と ゼロ カ ーボン 行動ブッ ク 等を 活

用し た環境教育の推進 

17, 765 

の一部 

環境立県推進課 

15 
若年層への食の安全に関する 学習機会の

提供 

761 

の一部 

く ら し の安全推進

課 

16 
消費生活相談・ 啓発事業（ 再掲）  57, 584 

の一部 

消費生活課 

17 
食品ロ ス 削減推進事業( 意識改革・ 行動

変容推進) （ 再掲）  

7, 854 

の一部 

消費生活課 

18 
地下水と 土を 育む農業の推進 10, 806 

の一部 

農業技術課 

19 
く ま も と 「 親の学び」 プロ グラ ムの推進 

（ 中高生対象）  

2, 008 

の一部 

社会教育課 

20 
非行防止教室・ 薬物乱用防止教室 － 

（ ゼロ 予算）  

生活安全企画課 

 

３  人材養成 

 指導者、 教員、 保育士等を 対象と し た研修会や講習を 行う こ と で、 家庭教育を 支援す

る 人材の養成及び資質の向上を 図る 。  

〔 事業一覧〕  

    

 
事 業 又 は 取 組 名 

番
号 担 当 課 

令和７ 年度当初 

予算額（ 千円）  
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21 
現任保育士等研修事業 33, 900 子ど も 未来課 

22 
情報安全出前講座（ 再掲）  91 

     

教育政策課 

23 
県立高等学校の家庭科主任を 対象と し た

講習 

1, 157 

の一部 

高校教育課 

24 
県内の地歴・ 公民科教員を 対象と し た研

修 

5, 678 

の一部 

高校教育課 

25 
県立高等学校の進路指導主事等を 対象と

し た講習 

8, 255 

の一部 

高校教育課 

26 
健康教育担当者を対象と し た研修会 212 

  

体育保健課 

27 
幼児教育推進体制の充実・ 活用強化事業 5, 723 義務教育課 

28 
幼稚園教員・ 保育士等を 対象と し た研修 2, 794 

の一部 

義務教育課 

29 
く ま も と 「 親の学び」 プロ グラ ムト レ ー

ナー研修会 

2, 008 

の一部 

社会教育課 

30 
く ま も と 「 親の学び」 プロ グラ ム進行役

養成講座 

2, 008 

の一部 

社会教育課 

31 

県統括コ ーディ ネータ ー配置事業（ 地域

と 学校の連携・ 協働に関する アド バイ ザ

ー配置）  

1, 204 社会教育課 

32 
人材育成・ 活動推進事業 782 社会教育課 

33 
社会教育団体等指導者研修 104 

の一部 

社会教育課 

34 
肥後っ 子いき いき 読書環境づく り 事業 132 県立図書館 

 

４  家庭、 学校、 地域住民等の連携し た活動の促進 

子育ての支援を 行う 機関に対する 補助、 地域の人材を 活用し た家庭教育支援を 行う な

ど 、 家庭教育の関係者が相互に連携し 、 協力し て取り 組む家庭教育活動を 支援する 。  

〔 事業一覧〕  
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35 
生活困窮者自立支援法に基づく 子ど も の 

学習・ 生活支援事業（ 再掲）  

52, 770 社会福祉課 

36 
私立幼稚園における 預かり 保育を 通じ た

子育て支援 

6, 170 子ど も 未来課 

37 
リ ト ルエンジェ ル支援 1, 645 

の一部 

子ど も 未来課 

38 
発達障がい児早期発見・ 早期支援事業 438 子ど も 未来課 

39 
こ ど も の居場所づく り 支援事業（ 学習支

援・ 交流事業） （ 再掲）  

13, 084 子ど も 家庭福祉課 

40 

「 く ま なびの日」 実施 － 

（ ゼロ 予算）  

教育政策課 

高校教育課 

特別支援教育課 

義務教育課 

41 
ほほえみス ク ールラ イ フ 支援事業 131, 424 特別支援教育課 

42 
人工呼吸器装着児童生徒看護師利用補助

事業 

25, 443 特別支援教育課 

43 
通学支援補助事業 960 特別支援教育課 

44 

学校等警察連絡協議会事業 15, 969 

の一部 

学校安全・ 安心推

進課 

生活安全企画課 

45 

地域と 学校の連携・ 協働体制構築費補助

事業（ 学校における 働き 方改革を 踏ま え

た地域学校協働活動推進員配置）  

80, 770 

の一部 

社会教育課 

46 
地域と 学校の連携・ 協働体制構築費補助

事業（ 家庭教育支援員配置）  

80, 770 

の一部 

社会教育課 

47 
地域と 学校の連携・ 協働体制構築費補助

事業（ 地域における 学習支援、 体験活動）  

80, 770 

の一部 

社会教育課 

事 業 又 は 取 組 名 担 当 課 番
号 

令和７ 年度当初 

予算額（ 千円）  

-25-



 

48 
「 熊本の心」 活用推進事業 210 社会教育課 

49 
おはなし 会活動団体支援 330 

の一部 

県立図書館 

50 
ス ク ールサポータ ー活用事業 37, 086 生活安全企画課 

 

５  相談体制の整備及び充実  

 家庭教育に悩む人たちを 対象と し て、 電話相談、 面接相談等の相談体制の整備及び充

実を 図る 。  

〔 事業一覧〕  

 

 

  

 

 

51 
ス ク ールソ ーシャ ルワ ーカ ー補助事業 9, 608 私学振興課 

52 
私立幼稚園における 子育て支援活動の推

進 

6, 170 

の一部 

子ど も 未来課 

 

53 
ひと り 親家庭等支援事業（ 母子家庭等就

業・ 自立支援事業）  

9, 158 子ど も 家庭福祉課 

54 
子ど も ・ 若者総合相談セン タ ー事業 20, 817 子ど も 家庭福祉課 

55 
児童家庭支援センタ ー事業 145, 377 子ど も 家庭福祉課 

56 
ヤン グケ アラ ー支援体制強化事業 4, 578 子ど も 家庭福祉課 

57 
医療的ケ ア児等暮ら し 安心サポート 事業

（ 医療的ケア児地域支援体制強化事業）  

12, 011 

の一部 

障がい者支援課 

58 
男女共同参画相談室ら いふ 

 

6, 145 男女参画・ 協働推

進課 

59 
ス ク ールカウ ン セラ ー活用事業 

 

174, 452 学校安全・ 安心推

進課 

60 
ス ク ールソ ーシャ ルワ ーカ ー活用事業 147, 075 学校安全・ 安心推

進課 

事 業 又 は 取 組 名 担 当 課 番
号 

令和７ 年度当初 

予算額（ 千円）  
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61 
学校支援アド バイ ザー配置事業（ 市町村

立学校）  

4, 808 学校安全・ 安心推

進課 

62 
学校問題解決支援事業 5, 525 学校安全・ 安心推

進課 

63 
家庭教育電話相談事業 2, 822 

の一部 

社会教育課 

64 

少年相談「 肥後っ子テレ ホ ン」 事業 34, 000 

の一部 

生活安全企画課 

 

６  広報及び啓発 

家庭教育に関する 情報の収集、 整理、 分析及び提供を 行う と と も に、 教育における 家 

庭の果たす役割及び責任の重要性について、 県民の理解を 深める 広報及び啓発を 行う 。  

〔 事業一覧〕  

 

 

   

65 
子育て情報提供、 県民意識啓発事業、 く

ま も と 子育て応援プロ ジェ ク ト の実施 

4, 834 子ど も 未来課 

66 
家庭から 暴力を なく すキャ ンペーン  

 

882 子ど も 家庭福祉課 

67 
く ま も と 子ど も ・ 若者” よ り そい” シン

ポジウ ム 等の開催 

20, 817 

の一部 

子ど も 家庭福祉課 

68 
熊本県・ 熊本市連携発達障がいに関する

講演会 

56, 871 

の一部 

障がい者支援課 

69 
青少年健全育成推進事業のう ち「 家庭の

日」 あっ たか家族コ ン ク ールの実施 

1, 701 

の一部 

く ら し の安全推進

課 

70 
熊本県少年保護育成条例の周知啓発 1, 701 

の一部 

く ら し の安全推進

課 

71 
消費生活相談・ 啓発事業（ 再掲）  57, 584 

の一部 

消費生活課 

72 
食品ロ ス 削減推進事業（ 発生抑制・ 有効

活用推進/消費者等取組促進）  

7, 854 

の一部 

消費生活課 

73 
「 く ま も と 早ね・ 早おき  いき いき ウ ィ

ーク 」 の実施 

1, 116 

の一部 

義務教育課 

番
号 

事 業 又 は 取 組 名 担 当 課 
令和７ 年度当初 

予算額（ 千円）  
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74 
「 熊本県就学前教育に係る 実態調査」 の

実施及び結果の活用 

1, 116 

の一部 

義務教育課 

75 
「 く ま も と 家庭教育支援チーム 」 の推進 307 

の一部 

社会教育課 

76 
「 く ま も と 家庭教育１ ０ か条」 等の啓発 307 

の一部 

社会教育課 

77 
家庭における 情報モラ ル事業 307 

の一部 

社会教育課 

78 
家庭教育支援功労者及び家庭教育支援優

良団体表彰 

1, 103 

の一部 

社会教育課 

79 
家庭教育推進啓発事業 1, 103 

の一部 

社会教育課 

80 
「 親の学び」 推進園事業 1, 103 

の一部 

社会教育課 

81 
家庭教育支援幼保連携事業 1, 103 

の一部 

社会教育課 

82 
民間企業への「 お出掛け『 親の学び』 講

座」 実施によ る 普及促進 

2, 008 

の一部 

社会教育課 

83 
熊本県子ど も 人権フ ェ ス ティ バル事業 

 

2, 297 人権同和教育課 

84 
人権教育促進事業 588 人権同和教育課 

85 
図書館サービ ス の充実 － 

（ ゼロ 予算）  

県立図書館 

86 

こ ど も 本の森 熊本の運営及び充実 42, 414 

の一部 

県立図書館 

87 
少年の非行・ 被害防止に関する 広報啓発

資料の作成 

482 

  

生活安全企画課 
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条 例 等 議 案 関 係 

議案番号 議案名 内         容 

報  告 

第１ ８ 号 

家庭教育支援

の推進に関す

る施策の報告

について 

 く まも と 家庭教育支援条例（ 平成２ ４ 年熊本県条例第８ ８ 号） 第

１ １ 条の規定に基づく 令和７ 年度（ ２ ０ ２ ５ 年度） の熊本県におけ

る家庭教育支援の推進に関する施策の報告 

条例施行日： 平成２ ５ 年４ 月１ 日 

推進体制 ： 平成２ ５ 年度に「 く まも と 家庭教育支援条例関係課連絡会議」 を設置し、 年２ 回開 

      催。（ 現在、 総務部、 健康福祉部、 環境生活部、 農林水産部、 教育庁、 警察本部の６

部局２ ０ 課で構成）  

１  令和６ 年度（ ２ ０ ２ ４ 年度） の主な取組みと 成果  

 本県の家庭教育支援の推進に向け、 ６ 部局２ ０ 課で８ １ 施策に取り 組んだ。 主なも のは以下

のと おり 。  

（ １ ） 親と し ての学びを支援する学習機会の提供（ 第１ ２ 条関係） ４ 部局５ 課６ 施策 

保護者が家庭教育の内容、 子育ての知識その他の親と し て成長するために必要なこ と につい

て学ぶこ と を支援する学習方法の開発及び普及を行う と と も に、 学習機会の提供を行う 。  

○く まも と 「 親の学び」 プログラ ムの推進（ 社会教育課）  

 

 

 

 

 

 

 

（ ２ ） 親になるための学びの推進（ 第１ ３ 条関係） ６ 部局１ ３ 課１ ４ 施策 

子ども たちが家庭の役割、 子育ての意義その他の将来親になるこ と について学ぶこ と を支援 

する学習方法の開発及び普及を行う と と も に、 学習機会の提供を行う 。  

○く まも と 「 親の学び」 プログラ ムの推進( 中高生対象) （ 社会教育課）  

く まも と 「 親の学び」 プログラ ム（ 次世代編） 等を活用し た講座を県内中学校及び県内 

高等学校で実施。 また、 キャリ ア教育の一環と して、 職業観と と も に、 自立と コミ ュニ 

ケーショ ン力の育成を促し た。  

 

（ ３ ） 人材養成（ 第１ ４ 条関係） ２ 部局６ 課１ ３ 施策 

指導者、 教員、 保育士等を対象と した研修会や講習を行う 等、 家庭教育を支援する人材の養

成及び資質の向上を図る。  

○現任保育士等研修事業（ 子ども 未来課）  

保育課題別重点研修において、 不適切な保育防止研修、 児童虐待防止研修、 発達障がい研 

修、 保育所実習指導者研修、 園長等研修の５ つの項目で集合型及びオンラ イ ン研修を計 6 

回（ 837 名参加） 実施。 また、 キャリ アアッ プ研修では、 乳児保育、 幼児教育等８ つの分野 

でオンデマンド 形式による研修を実施し 、 6, 249 名の保育士等が参加。  
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（ ４ ） 家庭、 学校、 地域住民等の連携し た活動の推進（ 第１ ５ 条関係） ３ 部局７ 課１ ４ 施策 

子育ての支援を行う 機関に対する補助、 地域の人材を活用した家庭教育支援を行う など、 家

庭教育の関係者が相互に連携し 、 協力して取り 組む家庭教育活動を支援する。  

    〇ひと り 親家庭等学習支援・ 交流事業（ 子ども 家庭福祉課）  

    家庭の事情、不安や悩み等を抱え学習に支障を来しているひと り 親家庭等の子供たちに、

最寄り の地域で学びの場・ 安ら ぎの居場所を確保・ 提供する「 地域の学習教室」 を実施（ 教

室数は延べ 201 箇所、 利用者は 1, 287 名）。  

   

（ ５ ） 相談体制の整備及び充実（ 第１ ６ 条関係） ５ 部局８ 課１ ３ 施策 

家庭教育に悩む人たちを対象と し て、 電話相談、 面接相談等の相談体制の整備及び充実を図

る。  

○スク ールソ ーシャルワーカー派遣事業（ 私学振興課）  

様々な問題を抱え福祉的な支援を必要と する私立中学・ 高校の生徒・ 学校に対し、 スク ー 

ルソ ーシャルワーカーを活用する学校に対して、 補助を行った。（ 支援件数 646 件）  

 

（ ６ ） 広報及び啓発（ 第１ ７ 条関係） ４ 部局９ 課２ １ 施策 

家庭教育に関する情報の収集、 整理、 分析及び提供を行う と と も に、 教育における家庭の果

たす役割及び責任の重要性について、 県民の理解を深める広報及び啓発を行う 。  

○家庭から 暴力をなく すキャンペーン（ 子ども 家庭福祉課、 障がい者支援課、 男女参画・ 協働

推進課、 認知症対策・ 地域ケア推進課、 県警人身安全対策課）  

ＤＶ 、 児童虐待、 障がい者虐待、 高齢者虐待と いった家庭内での暴力の根絶を徹底するこ

と を目的に、 11 月をキャンペーン期間と し、 関係課と 協力し 街頭キャンペーンの実施や啓

発チラ シの作成を行った。  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜令和６ 年度の成果＞  

１  多様な学習機会の設定と つながり の希薄化への対応 

（ １ ） 教育委員会ホームページによるオンデマンド 動画の配信（ 社会教育課 4, 408 回）。 

２  家庭教育を支援する人材育成と 社会的気運の醸成 

（ １ ） 指導者、 教員、 保育士、「 親の学び」 ト レーナー等に対し 活動・ 指導方法の研修を

行い地域での活動を促進し た。  

（ ２ ） 子育てや家庭教育を支援する「 く まも と 家庭教育支援チーム」 の登録促進（ 新規

登録 20 団体、 総登録 1, 200 団体） や「 家庭の日」 の普及、「 あったか家族コンク

ール」（ 総応募数 2, 121 点） 等の実施により 家庭教育を支援する社会的気運の醸成

を図った。  

（ ３ ） 就学前教育・ 保育を行う 施設が加盟する団体と の連携協定を締結した。 各就学前

施設において「 親の学び」 講座をはじ めと する家庭教育支援をこ れまで以上に推

進し ていく 基盤ができた。  

３  条例関係課の連携 

（ １ ） 条例に基づく 施策の実施状況について、 関係課連絡会議及び関係課作業部会で協 

議し 、 部局を越えて連携を図った（ 他課と 連携した取組１ ３ 施策）。  
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２  令和７ 年度（ ２ ０ ２ ５ 度） の主な施策 

  本県の家庭教育支援の推進に向け、 ６ 部局２ ０ 課で８ ７ 施策に取り 組む（ 令和６ 年度比６ 施

策増）。 主なも のは次のと おり 。  

（ １ ） 親と し ての学びを支援する学習機会の提供（ 第１ ２ 条関係） ４ 部局５ 課６ 施策 

対面による講座を中心と し つつ、 オンデマンド での講座、 資料配布など様々な方法により 、

保護者が親と し て学ぶ機会を提供する。「 親の学び」 講座においては、 園や学校、 Ｐ Ｔ Ａ等で機

会をと ら えて実施すると と も に、 学校の教職員や保護者が、 スマート フォン等の安全利用につ

いて学ぶ「 情報安全出前講座」 の開催や少年の非行防止及び健全育成に対する家庭の役割の認

識を高める「 肥後っ子をまも る保護者教室」 等を引き続き開催する。  

 

（ ２ ） 親になるための学びの推進（ 第１ ３ 条関係） ６ 部局１ ３ 課１ ４ 施策 

高校において正し い性と 生の知識の普及を図ると と も に若年層への食の安全に係る学習機会

の提供、 私立幼稚園における高校生の保育体験の受入れや私立中学・ 高校における保育体験の

推進に取り 組む。 また、「 高校生の留学促進」 や「 消費者教育」 など将来大人になるための様々

な学びを各課連携してさ ら に推進する。 また、 生徒間のコミ ュニケーショ ンを通し て自立を育

む「 親の学び」 次世代編講座の更なる普及と 充実に取り 組む。  

 

（ ３ ） 人材養成（ 第１ ４ 条関係） ２ 部局６ 課１ ４ 施策（ +1）  

不適切な保育防止や児童虐待防止、 発達障がい等について学びを深める「 現任保育士等研修」

の開催や子育て支援を行う 幼稚園教員・ 保育士等の資質向上や指導・ 援助方法の工夫改善を図

る研修を開催する。 また、 地域での「 親の学び」 講座を進行する「 親の学び」 ト レーナーや進

行役の人材育成に、 市町村と 連携した取組みを推進する。  

 

（ ４ ） 家庭、 学校、 地域住民等の連携した活動の推進（ 第１ ５ 条関係） ３ 部局７ 課１ ６ 施策（ +2） 

生活保護、 生活困窮世帯の子供に対し、 塾形式を中心と し た学習支援や家庭訪問による生活

習慣、 育成環境の改善に関する助言を行う 。 また、 家庭の事情や不安等を抱え学習に支障を来

し ているひと り 親家庭等の子供たちを対象と し た「 地域の学習教室」 に取り 組む。 さ ら に、「 学

校等警察連絡協議会」 による関係機関の連携に取り 組む。  

 

（ ５ ） 相談体制の整備及び充実（ 第１ ６ 条関係） ５ 部局８ 課１ ４ 施策（ +1）  

「 スク ールカウンセラ ー」 や「 スク ールソ ーシャルワーカー」 の配置により 、 相談体制の充

実を図ると と も に、 子育てに悩みを持つ保護者を対象と し た「 家庭教育電話相談」 や少年や保

護者から 少年の非行、 犯罪被害等に関する相談に対応する「 肥後っ子テレホン」、 ニート 、 ひき

こ も り 、 不登校等様々な悩みや課題を抱える子ども や若者をサポート するワンスト ッ プ窓口で

ある「 熊本県子ども ・ 若者総合相談センター」 等、 相談体制の更なる充実を図る。 また、 ヤン

グケアラ ーを支援するコーディ ネーターの配置による関係機関と の連携支援や、 ピアサポータ

ーによる相談支援、 オンラ イ ンサロン等の開催による支援体制の構築を行う 。  

 

（ ６ ） 広報及び啓発（ 第１ ７ 条関係） ４ 部局９ 課２ ３ 施策（ +2）  

家庭教育を支援する社会的気運を醸成するため、 家庭教育支援功労者及び優良団体を表彰す

る「 く まも と 家庭教育フォーラ ム」 の開催や父親向け育児情報冊子「 パパ手帳」 及び「 孫育て

手帳」 を配布し 、「 熊本県子ども 輝き条例」 及び「 肥後っ子の日」 をはじめ子育てに関する情報
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を県民に広く 提供する。 さ ら に、 家庭生活を見直すきっかけづく り と する「 あったか家族コン

ク ール」 に取り 組むと と も に基本的な生活習慣の育成に関わる取組を一斉に実施する「 く まも

と 早ね・ 早おき いきいきウィ ーク 」 の充実を図る。 昨年度オープンし た「 こ ども 本の森熊本」

では、 読書を楽し んでも ら い、 素晴ら しい本と の出会いがあるよう 季節の行祭事に合わせたイ

ベント 等を企画・ 開催する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜令和７ 年度の取組み＞  

６ 部局２ ０ 課８ ７ 施策において、 関係課が行う 様々な講座や学びを充実し、 子育て

に悩みを持つ保護者を対象と し た相談活動の充実を図る。 また、「 親の学び」 講座や研

修会、 資料配布等、 子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえ、 学校、 家庭、 地域、

行政が連携し 様々な家庭教育支援を実施すると と も に、 家庭教育を支援する人材育成

と 社会的気運の醸成に取り 組む。  

 

１  保護者が家庭教育や子育てについて学ぶ機会の更なる提供 

（ １ ） 就学前教育・ 保育に係る施設が加盟する団体と の連携協定により 、「 親の学び」 講

座等の保護者が学ぶ機会の設定などこ れまで以上に推進する。  

（ ２ ） より 多く の保護者に子育て支援や家庭教育支援が届く よう 、 乳幼児健診の機会を

活用し た「 親の学び」 講座の実施や自宅で繰り 返し 学ぶこ と ができるオンデマン

ド 映像資料の作成・ 配信など市町村と 連携して保護者が学ぶ機会を提供する。  

 

２  大人になるための学びの推進と 相談活動による家庭教育支援の実施 

（ １ ） 中高校生における食の安全に係る学習機会の提供や高校生の保育体験の受入れ、

高校生の留学促進等、 将来大人になるための様々な学びの更なる充実を図る。  

（ ２ ） 子育て中の保護者を対象と した「 家庭教育電話相談」 やいじ め、 不登校等への生

徒指導上の悩みを持つ保護者に対してアド バイ スを行う「 スク ールカウンセラ ー」

や相談業務を行う 「 スク ールソ ーシャルワーカー」 の配置等、 福祉部局と の連携

を密にし ながら 相談体制の充実を図る。  

 

３  家庭教育を支援する人材育成と 社会的気運の醸成 

（ １ ） 子育て支援や家庭教育支援を行う 幼稚園教員や保育士、「 親の学び」 ト レーナー等

の資質向上を図り 、 地域での活動の一層の活性化を図る。  

（ ２ ） 子育てや家庭教育を支援する「 く まも と 家庭教育支援チーム」 の登録促進や「 家

庭の日」 の普及、「 あったか家族コンク ール」 の実施、「 こ ども 本の森熊本」 の活

用、 就学前施設への情報提供及び関係者のフォーラ ムへの参加促進、 民間企業へ

の積極的な啓発など、 家庭教育を支援する社会的気運を醸成する。  

 

４  条例関係課の連携 

子供と 家族が一緒に休める「 く まなびの日」 の利用促進など、 各課の取組みの周

知及び啓発資料の配布、 イ ベント の実施等において関係課が理解を深め連携を強化

する。  
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令和６年度６月補正後
予算額（千円）

担当課

1,556

子ども未来課

54,885の一部

消費生活課

9,095の一部

消費生活課

130

教育政策課
4

情報安全出前講座

　学校やPTA等の要望に応じて、保護者や教職員等を対象に、情報安
全ファシリテータ（県指導主事等）によるスマートフォン等（児童生徒１
人１台端末を含む）やインターネット、SNS等の安全利用に関する講話
を28団体、延べ2,921人に実施した。また、九州総合通信局の「春のあ
んしんネット・新学期一斉行動」と連動し、中学校の要望に応じて、令
和７年度新入生の保護者・生徒や教職員を対象に同様の講話等を、
49校、延べ7,147人に対して実施した。

3

食品ロス削減推進事業（消費者教育推進）

　学校教育における消費者教育の推進を図るため、消費者教育を担う多様な関
係者と学校のつなぎ役として連絡・調整を行う消費者教育コーディネーターを
配置し、36校(+1校)の高等学校等を訪問して消費者教育の実施の働きかけを
行うとともに、消費者教育に対するニーズの把握を行った。
　また、食品ロス削減に向けた意識醸成を図るため、高等学校や団体等へ消費
者教育コーディネーターを派遣し、食品ロス削減に係る出前講座を実施した。2
回実施(-2回)、参加者181名(+108名) また、今年度はエシカル消費についての
出前講座も実施し、持続可能な社会への参画を周知。1回実施、参加者14名。

 令和6年度（2024年度）における家庭教育支援の推進に関する主な施策の実績

　１　親としての学びを支援する学習機会の提供（第１２条関係）

事業又は取組名

くまもと子育て応援プロジェクトの実施

事業又は取組の概要

　例年体験イベント等を開催。今年度は１１月２３日にハイブリッド形式
（YouTubeオンライン配信）で開催し、会場では親子１９組５４名が参加
した。
　子ども未来課、社会教育課が取り組む子育て関連事業の紹介やくま
モンによるオープニング、お笑いコンビ「しゃかりき」による親子あるある
ネタ、育児相談等を実施した。イベント動画は令和６年１２月２１日から
令和７年１月５日までアーカイブ配信を実施した。

1

番号

2

消費生活相談・啓発事業

　消費者被害の未然防止と自立した消費者の育成を行うため、PTA、学校、地域の団体等
が開催する学習会や研修会等へ消費者教育コーディネーターや熊本県金融広報委員会
の金融広報アドバイザー、J-FLEC講師、適格消費者団体NPO法人消費者支援ネットくまも
との弁護士、司法書士、消費生活相談員等を派遣し、消費生活出前講座を実施した。74回
実施（-12回）、参加者3,726名(-3,748名)
　また、新聞紙面「せいかつQ＆A」にて、「子どものオンラインゲームでの高額課金」につい
て掲載し、県民に向けて啓発・相談窓口の周知を行った。加えて、県消費生活センターに寄
せられた相談のうち、県民に早くお知らせすべき案件を「消費者トラブル注意報」として発
出。令和6年度実績6件。
　このうち、「第114号（未成年の子どものオンラインゲーム課金トラブル）」においては、社会
教育課と連携をし、親の学びオンデマンド講座「ペアレンタルコントロール」ならびに「すこや
か子育て電話相談」についても広報。

保護者が家庭教育の内容、 子育ての知識その他の親と し て成長する ために必要なこ と につ
いて学ぶこ と を支援する 学習方法の開発及び普及を行う と と も に、 学習機会の提供を行う 。

-33-



2,058の一部

社会教育課

（ゼロ予算）

生活安全企画課

くまもと「親の学び」プログラムの推進（保護者対象）

　くまもと「親の学び」プログラムを活用した「親の学び」講座を県内全域
3,848箇所（＋324）で開催し、124,195人（＋21,288）の参加があった。
また、対面での講座への参加が難しい方には「親の学び」オンデマンド
講座映像資料作成し、ＹｏｕＴｕｂｅで配信を行うなど、保護者が学ぶ機
会の提供や子育ての不安や悩みの軽減に努めた。
　講座の参加者からは「同じ悩みを共感できて安心した」「子育てのヒン
トが見つかりました」等の感想があった。

警察署等において、子どもの非行・被害防止を目的とした保護者教室
を35回（前年比+10回）開催した。また、ＳＮＳに起因する子どもの非行・
被害防止を目的とした啓発冊子「スマホに弱い大人の教科書」を作成
し、保護者等に配布するとともに県警ホームページに掲載した。

肥後っ子をまもる保護者教室

6

5
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令和６年度６月補正後
予算額（千円）

担当課

12,716の一部

私学振興課

4,500

私学振興課、
義務教育課

5,515の一部

認知症施策・地域
ケア推進課

50,552

社会福祉課

119,031の一部

子ども未来課

1,439

子ども未来課

認知症サポーターアクティブチーム支援事業

　「認知症サポーター養成講座」が、教育現場でより多く実施されるよう、教育庁関
係課や私学振興課と協力し、各市町村教育委員会や各私立学校への働きかけを
行った。
　また、認知症サポーターの活動活性化のため、積極的に認知症の方やそのご家
族への支援を行う「認知症サポーターアクティブチーム」として、これまでに36団体
（H30年度から事業開始）を認定している（令和６年度認定団体数：3団体、令和5
年度認定団体数：5団体）。
　各地域において、小・中・高生に向けて認知症サポーター養成講座を開催する
団体や、小学校のPTAの保護者で結成された団体等が認知症の方やその家族の
支援のために活動している。

事業又は取組名

事業又は取組の概要

7 　保育体験を行う私立中学・高校に対する、私立学校教育改革推進事
業費による補助。（Ｒ６年度（２０２４年度）は実績なし。）

私立中学・高校における保育体験の推進

10

生活困窮者自立支援法に基づく子どもの学習・生活支援事業

　生活保護、生活困窮世帯の子どもに対して、塾形式による学習支援や、家庭
訪問による生活習慣、育成環境の改善に関する助言を行い、熊本市を除く227
名（R7.3末時点）が参加。
　また、受験期にある生活困窮世帯等の子ども６名に対し、進学の夢を実現でき
るよう学習支援の強化を行った。

私立幼稚園における高校生の保育体験の受け入れの推進

　私立幼稚園において１回につき５人以上の高校生が参加する交流事
業・保育体験を実施している園に対し、実施回数に応じて経常費助成
費補助に加算した。〔２回以上100,000円：５園（＋5）に加算〕

11

12

思春期健康教育事業（プレコンセプションケア普及啓発推進事業）

　県内の高校で、保健医療の現場に携わる講師（産婦人科医師、助産師等）に
よる講演会を実施し、生徒、保護者、その他関係者に正しい性と生の知識の普
及を図ることを目的に２６校で講演を実施した。また、県内の全高校生に対し、
思春期相談窓口周知カードを配付した。

8

高校生の留学促進事業

　海外の正規の後期中等教育機関に原則１年間留学する生徒への補
助を行うこととしていたところ、３名の申請があり、３名に対して補助を
行った。（内訳：私立学校１名、県立学校２名）

番号

9

　２　親になるための学びの推進（第１３条関係）

子ども たちが家庭の役割、 子育ての意義その他の将来親になる こ と について学ぶこ と を
支援する 学習方法の開発及び普及を行う と と も に、 学習機会の提供を行う 。
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14,826

子ども家庭福祉課

1,165の一部

くらしの安全推進課

19,279の一部

環境立県推進課

54,885の一部

消費生活課

9,095の一部

消費生活課

13,772の一部

農業技術課

16

消費生活相談・啓発事業（再掲）

　消費者被害の未然防止と自立した消費者の育成を行うため、PTA、学校、地域の団体等
が開催する学習会や研修会等へ消費者教育コーディネーターや熊本県金融広報委員会
の金融広報アドバイザー、J-FLEC講師、適格消費者団体NPO法人消費者支援ネットくまも
との弁護士、司法書士、消費生活相談員等を派遣し、消費生活出前講座を実施した。74回
実施（-12回）、参加者3,726名(-3,748名)
　また、新聞紙面「せいかつQ＆A」にて、「子どものオンラインゲームでの高額課金」につい
て掲載し、県民に向けて啓発・相談窓口の周知を行った。加えて、県消費生活センターに寄
せられた相談のうち、県民に早くお知らせすべき案件を「消費者トラブル注意報」として発
出。令和6年度実績6件 。
　このうち、「第114号（未成年の子どものオンラインゲーム課金トラブル）」においては、社会
教育課と連携をし、親の学びオンデマンド講座「ペアレンタルコントロール」ならびに「すこや
か子育て電話相談」についても広報。

13

ひとり親家庭等学習支援・交流事業

14

　家庭の事情、不安や悩み等を抱え学習に支障を来しているひとり親
家庭等の子供たちに、最寄りの地域で学びの場・安らぎの居場所を確
保・提供する「地域の学習教室」に取り組み、取組を開始した平成27年
度以降、教室数は延べ２０１箇所（前年比＋2）、利用者は延べ1,287名
（同＋85）となった（令和7年3月末時点）。

18

17

食品ロス削減推進事業（消費者教育推進）（再掲）

　学校教育における消費者教育の推進を図るため、消費者教育を担う多様な関
係者と学校のつなぎ役として連絡・調整を行う消費者教育コーディネーターを
配置し、36校(+1校)の高等学校等を訪問して消費者教育の実施の働きかけを
行うとともに、消費者教育に対するニーズの把握を行った。
　また、食品ロス削減に向けた意識醸成を図るため、高等学校や団体等へ消費
者教育コーディネーターを派遣し、食品ロス削減に係る出前講座を実施した。2
回実施(-2回)、参加者181名(+108名) また、今年度はエシカル消費についての
出前講座も実施し、持続可能な社会への参画を周知。1回実施、参加者14名。

地下水と土を育む農業の推進

　熊本の地下水と土の保全に資する「地下水と土を育む農業」に関し
て、子どもたちの理解を促進するための副読本を作成し、県内の小学３
年生（新４年生向け）へ３月に配布した（県内328校、17,272部）。

　「ジュニア食品安全ゼミナール」を中学校2校(+1）で開催し、325人
（+284）が参加。また、「高校生を対象とした出前講座」を高校3校（±0）
で開催し、100人（+15）が参加。中高生の食の安全に関する理解を深
めた。

15

若年層への食の安全に関する学習機会の提供

くまもとゼロカーボン行動ブックを活用した環境教育の推進

　「２０５０年県内ＣＯ₂排出実質ゼロ（ゼロカーボン）」に向けて、家庭で実践して
いただきたい具体的な行動やＣＯ₂削減効果、メリットを「見える化」した「くまもと
ゼロカーボン行動ブック」を用いて、小学生から大学生、企業への講座など様々
な形で啓発を行った。
　メディアを活用した情報発信を行うとともに、県主催の家電量販店でのイベント
等でブックを配布し、普及啓発を図った。
【小中学生等を対象にした啓発活動】
・「水俣に学ぶ肥後っ子教室」331 校、15,776 人
・「くまもと環境出前講座」11 校、371 人
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2,058の一部

社会教育課

（ゼロ予算）

生活安全企画課

　警察署等において、子どもの非行・被害防止を目的に児童生徒に対
する非行防止教室・薬物乱用防止教室を計458回（前年比+67回）開催
した。特に、犯罪実行者募集情報（「闇バイト」）に関する緊急対策とし
て、県内全ての全日制の高等学校において、犯罪実行者募集情報に
関する非行防止教室を開催した。また、犯罪実行者募集情報に関する
広報啓発動画を制作し、県警公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル等で配信し
た。

19

20

非行防止教室・薬物乱用防止教室

くまもと「親の学び」プログラムの推進(中高生対象)

　県内中学校１５校を実践協力校に指定し、くまもと「親の学び」プログ
ラム（次世代編）を活用した講座を開催した。各教科の授業等の講座を
通して、自立とコミュニケーション力の育成を促した。
　参加した生徒からは「将来の夢に対する視野が広がった」「今の自分
にできることを少しずつ積み重ねていきたい」等の感想があった。
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令和６年度６月補正後
予算額（千円）

担当課

44,017

子ども未来課

130

教育政策課

1,273の一部

高校教育課

5,974の一部

高校教育課

5,599の一部

高校教育課

266

体育保健課

事業又は取組の概要

　３　人材養成（第１４条関係）

　県立高等学校50校の進路指導主事に対して、産業界と連携したキャ
リア教育の重要性や本条例制定の趣旨を踏まえ、家庭、地域と連携し
た学校の役割について情報提供した。

24

県内の地理歴史・公民科教員を対象とした研修

健康教育担当者を対象とした研修会

26

23

県立高等学校の家庭科主任を対象とした講習

　健康教育担当者研修会は、悉皆研修として終日・参集型で開催し
た。本課からの行政説明に加え、「性に関する教育」の講演を取り入
れ、協議を交えながら実施した。また、当日の研修資料は、各学校での
研修資料として活用するよう指導し、学校教育活動全体で健康教育を
推進する方策とした。（R６：参集型４３０名参加）

22

情報安全出前講座（再掲）

　学校やPTA等の要望に応じて、保護者や教職員等を対象に、情報安
全ファシリテータ（県指導主事等）によるスマートフォン等（児童生徒１
人１台端末を含む）やインターネット、SNS等の安全利用に関する講話
を28団体、延べ2,921人に実施した。また、九州総合通信局の「春のあ
んしんネット・新学期一斉行動」と連動し、中学校の要望に応じて、令
和７年度新入生の保護者・生徒や教職員を対象に同様の講話等を、
49校、延べ7,147人に対して実施した。

21

　保育課題別重点研修では、不適切な保育防止研修、児童虐待防止
研修、発達障がい研修、保育所実習指導者研修、園長等研修の5つ
の項目で集合型及びオンライン研修を計6回（±0）の研修を実施し、
837名（＋439）の保育士等が参加した。
　キャリアアップ研修では、乳児保育、幼児教育等８つの分野でオンデ
マンド形式による研修を実施し、6,249名（+481）の保育士等が参加し
た。

現任保育士等研修事業

　県立高等学校の地歴・公民科教員を対象とした研修（８月２１日開催：
地歴・公民科教師５９人参加）において、本条例制定の趣旨及び成年
年齢引下げ等の社会状況を踏まえ、家庭、地域と連携した学校の役割
について情報提供した。

番号
事業又は取組名

　県立高等学校の家庭科主任を対象とした家庭科主任会（１０月１７日
開催：公立高校家庭科教師５５人参加）等において、本条例制定の経
緯やねらいを踏まえ、家庭、地域と連携した学校の役割について情報
提供し、家庭科教師の資質向上を図った。

25

県立高等学校の進路指導主事等を対象とした講習

指導者、 教員、 保育士等を対象と し た研修会や講習を行う こ と で、 家庭教育を支援する 人
材の養成及び資質の向上を図る 。
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6,452

義務教育課

3,047の一部

義務教育課

2,058の一部

社会教育課

2,058の一部

社会教育課

1,192

社会教育課

826

社会教育課

104の一部

社会教育課

30

くまもと「親の学び」プログラム進行役養成講座

　くまもと「親の学び」プログラムを活用した講座を実施する際、重要な
役割を持つ進行役（ファシリテーター）を養成するため、県内23会場(＋
2）で開催し、464人（＋24）が参加。
　参加者からは「授業参観や学級懇談会で取り入れたい」「ＰＴＡ活動
の中でも積極的に推進したい」等の感想があった。

　各学校、各市町村教育委員会及び地域学校協働活動推進員を指
導・助言できる知識と経験を有し、市町村の枠を超えて活動するアドバ
イザーを社会教育課に１人を配置。年間延べ56回(+3)の訪問を通し
て、地域と学校の連携・協働に関するアドバイスを行った。

　国の補助事業を活用し、幼児教育スーパーバイザーの配置や研修
支援、幼小接続の推進等、幼児教育の質の向上に関する支援を行っ
た。幼児教育アドバイザー派遣では、県内の認定こども園・幼稚園・保
育所等４１園（＋１１）、小学校１６校（－２）、連携協議会等１１団体（＋
２）、６７施設（＋１０）１３２回（＋２８）から申請があり、園内研修や環境の
構成等の助言、基本的な生活習慣、小学校との連携・接続等の講話を
行った。また、園所や各地域においてリーダー的存在として、助言等を
行うことができるような実践力を高めるため、幼児教育アドバイザー育
成研修を実施した。（年３回、のべ９３人）

28

幼稚園教員・保育士等を対象とした研修

　幼稚園等新規採用教員・保育士研修（全7回：７６９人）や園長等研修
（２６２人）、教頭・主任等研修（２１３人）、熊本県研究協議会（１３２人）、
幼児教育シンポジウム（１１２人）等、経験年数や職能に応じた研修を
実施した。子育て支援を行う教員・保育士等の資質向上や指導・援助
方法の工夫改善を行った。

29

くまもと「親の学び」プログラムトレーナー研修会

　くまもと「親の学び」プログラムを活用した講座を開設する際、重要な
役割を持つ進行役（ファシリテーター）への指導・助言をするトレーナー
のスキルアップ等を目的とした研修会を県内３箇所で開催し、182人
（±0）が参加〔トレーナー登録数282人（－7）〕
　参加者アンケートでは、97.5％の方から「大変役に立った」「役に立っ
た」との回答を得た。

社会教育団体等指導者研修

31

県統括コーディネーター配置事業（地域と学校の連携・協働に関する
アドバイザー配置）

32 　地域学校協働活動推進員の資質向上のため、集合開催・動画配信
等で研修会を実施した。（参加者1,886名(＋316））

33 　幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校ＰＴＡのリーダー
的役割の指導者等を対象に、今後のPTA活動等の活性化をねらい、
指導者研修を開催した。〔参加者26人（-3）〕

27

幼児教育推進体制の充実・活用強化事業

人材育成・活動推進事業
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令和６年度６月補正後
予算額（千円）

担当課

50,552

社会福祉課

19,020

子ども未来課

1,195の一部

子ども未来課

654

子ども未来課

14,826

子ども家庭福祉課

112,053

特別支援教育課

ほほえみスクールライフ支援事業

35

39

リトルエンジェル支援

37

事業又は取組名

36 　極低出生体重児とその保護者等を対象に「リトルエンジェル手帳」の
交付や保健師による退院前後の訪問を実施し、県、市町村、医療機関
が連携して、支援の推進を図った。

番号

　４　家庭、学校、地域住民等の連携した活動の促進（第１５条関係）

事業又は取組の概要

　生活保護、生活困窮世帯の子どもに対して、塾形式による学習支援
や、家庭訪問による生活習慣、育成環境の改善に関する助言を行い、
熊本市を除く227名（R7.3末時点）が参加。
　また、受験期にある生活困窮世帯等の子ども６名に対し、進学の夢を
実現できるよう学習支援の強化を行った。

生活困窮者自立支援法に基づく子どもの学習・生活支援事業（再掲）

私立幼稚園における預かり保育を通じた子育て支援

　教育時間終了後や休業日に預かり保育を実施する私立幼稚園４園
（－１）に対して、補助を行った。

34

発達障がい児早期発見・早期支援事業

　子育てに困ったときの参考書として「子育てをもっと楽しくするために
～保護者のための子育て参考書～」を市町村を通じて配布〔約6,１００
冊〕した。

38

　医療的なケアが必要な児童生徒７３人（+１）が通う県立特別支援学校
１２校(+４)に対し、委託医療機関等から看護師３２人（+４）を派遣して医
療的ケアを実施した。また、県立高等学校においては、３人（+１）の対
象生徒に対して、看護師３人（+１）を派遣し医療的ケアを実施した。安
全安心な学習環境整備とともに保護者の負担軽減につながった。

　家庭の事情、不安や悩み等を抱え学習に支障を来しているひとり親
家庭等の子供たちに、最寄りの地域で学びの場・安らぎの居場所を確
保・提供する「地域の学習教室」に取り組み、取組を開始した平成27年
度以降、教室数は延べ２０１箇所（前年比＋2）、利用者は延べ1,287名
（同＋85）となった（令和7年3月末時点）。

ひとり親家庭等学習支援・交流事業（再掲）

子育ての支援を行う 機関に対する 補助、 地域の人材を活用し た家庭教育支援を行う など、
家庭教育の関係者が相互に連携し 、 協力し て取り 組む家庭教育活動を支援する 。
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26,460

特別支援教育課

960

特別支援教育課

13,489の一部

学校安全・安心推
進課、
生活安全企画課

89,744の一部

社会教育課

89,744の一部

社会教育課

89,744の一部

社会教育課

180

社会教育課

41

通学支援補助事業

　通学時に医療的ケアが必要な県立特別支援学校の児童生徒１人に
対し、医療機関から通学時の福祉車両等へ派遣された看護師１人が、
人工呼吸器管理を含む医療的ケアを実施した。看護師の派遣により、
保護者の付き添い負担の軽減にもつながった。

46

「熊本の心」活用推進事業

　郷土を愛し、「熊本の心」（助けあい　励ましあい　志高く）の具現化を
推進するために、県内在住の小・中学生及び高校生以上を対象とし
て、「熊本の心」作文募集を行った。（応募総数3,540点（+751））

44

地域と学校の連携・協働体制構築費補助事業（家庭教育支援員配
置）

　家庭教育支援員（8人（+1））による相談業務や学習機会の提供及び
情報の提供を行った。また、地域における支援体制（ネットワーク）づく
りを推進した。

45

地域と学校の連携・協働体制構築費補助事業（地域における学習支
援、体験活動）

　地域と学校をつなぐ地域学校協働活動推進員等（統括的な地域学
校協働活動推進員及び地域コーディネーターを含む）370名の配置を
支援し、地域全体で子供たちの成長を支える取組を推進した。

学校等警察連絡協議会事業

40

地域と学校の連携・協働体制構築費補助事業（学校における働き方
改革を踏まえた地域学校協働活動推進員配置）

　県内２１地区の学校等警察連絡協議会、その上部組織である県学校
等警察連絡協議会を開催するとともに、「県学警連だより」発行による
非行実態をはじめとする各種情報の提供や、学校関係者等と協働した
街頭補導を実施のほか、学校・警察相互連絡制度の効果的な運用を
行った。

43

　人工呼吸器を装着して登校している児童生徒７人（+１）が通う県立特
別支援学校２校において、医療機関から学校へ派遣された看護師７人
（+１）が、人工呼吸器管理を含む医療的ケアを実施した。看護師の派
遣により、保護者の付き添い負担の軽減にもつながった。

42

　家庭の事情、環境等の理由で家庭での学習が困難であったり、学習
習慣が十分身についていなかったりする子供たちへの学習支援【地域
未来塾30(±0）市町村56ヶ所（-4）】や放課後の空き教室等を利用し
て、学校や家庭だけでは行えない体験活動を地域の教育力を活用し
て実施【放課後子供教室33（±０）市町村91教室（±0）】した。

人工呼吸器装着児童生徒看護師利用補助事業
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33,175

生活安全企画課

　警察本部生活安全企画課及び熊本市内の警察署等7警察署に警察
ＯＢ11人を配置し、児童・生徒の問題行動等への対応（5,262回（前年
比+779回））、非行・被害防止教育の支援等（421回（前年比+55回））、
学校等における児童・生徒の安全確保対策（4,083回（前年比+177
回））等の活動を行った。

スクールサポーター活用事業

47

-42-



令和６年度６月補正後
予算額（千円）

担当課

14,413

私学振興課

19,020の一部

子ども未来課

7,688

子ども家庭福祉課

20,817

子ども家庭福祉課

161,191

子ども家庭福祉課

7,013

子ども家庭福祉課

8,625の一部

障がい者支援課

5,784

男女参画・協働推
進課

48

スクールソーシャルワーカー派遣事業

男女共同参画相談室らいふ

　女性等が抱える様々な悩みの相談に応じる総合相談窓口を設置し、
幅広い知識を有する相談員が電話により対応した。また、女性弁護士
による無料法律相談を実施した。相談件数：1,176件（令和7年3月末時
点）

55

児童家庭支援センター事業

54

医療的ケア児地域支援体制強化事業

　医療的ケア児の支援のため、「熊本県医療的ケア児支援センター」を
設置し、相談対応や情報提供の充実を図るとともに、統括コーディネー
ターを配置し、市町村や関係機関へのフォローアップ体制を整備し、
地域支援体制の強化に取り組んだ。

53

52

　様々な困難を抱えているひとり親家庭等の自立に向け、就業、生活、
養育等のニーズに対する総合的な相談支援を行った。〔相談件数（令
和7年1月末時点）229件（うち弁護士相談3件）〕

　児童虐待への迅速かつきめ細かな対応のために、心理士による専門
性を活かした相談対応等を行う児童家庭支援センターを設置し、子ど
もや保護者の支援に取り組んだ。〔相談件数（令和7年1月末時点）：
8,253件〕

ヤングケアラー支援体制強化事業

　コーディネーターの配置による関係機関との連携支援や、ピアサポー
ターによる相談支援、オンラインサロン及び関係機関職員研修の開催
により、支援体制の構築を行った。〔相談件数（令和7年3月末時点）：
410件〕

事業又は取組の概要

　５　相談体制の整備及び充実（第１６条関係）

私立幼稚園における子育て支援活動の推進

49 　地域の保護者に対する教育相談や情報提供及び地域の子供たちに
園を開放するなど、地域の幼児教育センター的役割を果たす私立幼
稚園２園（＋２）に対して、補助を行った。

51

　様々な問題を抱え福祉的な支援を必要とする私立中学・高校の生
徒・学校に対し、スクールソーシャルワーカーを活用する学校に対し
て、補助を行った。〔支援件数６４６件（-６８６）令和７年３月末時点〕

番号
事業又は取組名

子ども・若者総合相談センター事業

　ニート、ひきこもり、不登校など、さまざまな悩みや課題を抱える子供・
若者をサポートするワンストップの相談窓口を設置し、対象者のアセス
メントや適切な専門機関への繋ぎ支援を実施した。〔相談件数（令和7
年3月末時点）：969件〕

50

ひとり親家庭等支援事業（母子家庭等就業・自立支援事業）

家庭教育に悩む人たちを対象と し て、 電話相談、 面接相談等の相談体制の整備及び充実を
図る 。
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174,439

学校安全・安心推
進課

144,855

学校安全・安心推
進課

4,422

学校安全・安心推
進課

1,959の一部

社会教育課

33,000の一部

生活安全企画課

56

スクールカウンセラー活用事業

60

少年相談「肥後っ子テレホン」事業

　少年、保護者等からの少年の非行、犯罪被害等に関する相談を電話
やメールで143件（前年比+28件）対応した。

　５つの教育事務所（宇城、玉名、菊池、上益城、八代）に、警察官OB
の学校支援アドバイザーを配置し、問題行動等の未然防止や問題行
動等発生時の対応を行った。また、児童生徒及びその保護者の相談
にも対応した。

59

家庭教育電話相談事業

　家庭教育電話相談員５人を配置し、平日の夜間と土曜日の午後に電
話相談窓口を開設し、年間１００件（R7.3月末時点）の子育てや家庭環
境等に関する相談を受けた。また、相談員の資質向上のため、相談時
の基本方針、相談対応について研修を行った。

58

学校支援アドバイザー配置事業（市町村立学校）

57

スクールソーシャルワーカー活用事業

　県立高校拠点校及び教育事務所等に、社会福祉士又は精神保健
福祉士の資格を有するスクールソーシャルワーカーを配置し、児童生
徒や保護者に対する相談業務とともに、必要な関係機関と連携を図り
ながら、児童生徒を取り巻く環境の改善を図った。今年度は令和７年１
月末現在、支援の対象となった児童生徒の実数は1908名であった。

　小中学校、教育事務所等及び県立中・高、特別支援学校に、臨床心
理士等のスクールカウンセラーを配置し、いじめ・不登校等の生徒指導
上の諸課題などに悩みを持つ保護者等に対して、子供への対応の在
り方などについて専門的見地からアドバイスを行った。
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令和６年度６月補正後
予算額（千円）

担当課

4,733

子ども未来課

893

子ども家庭福祉課

20,817の一部

子ども家庭福祉課

56,871の一部

障がい者支援課

2,070の一部

くらしの安全推進課

2,070の一部

くらしの安全推進課

63
　困難を抱える子ども・若者への理解を深めるため、熊本県子ども・若
者支援地域協議会との連携・協力のもと、県民の意識啓発を目的とし
たシンポジウムや交流会を実施した。　（県北、県南イベント：各１回、シ
ンポジウムを１回開催）

64

熊本県少年保護育成条例の周知啓発

　熊本県少年保護育成条例に基づき、フィルタリング普及促進等に関
するチラシを11万枚作成し、小中高校や携帯電話販売店等に配布し
た。

番号

65

62

青少年健全育成推進事業のうち「家庭の日」あったか家族コンクール
の実施

　「家族で過ごした思い出」をテーマに「家庭の日」あったか家族コンクールを実
施。「絵にっき」小学校低学年部門768点（-485）、「絵にっき」小学校高学年部
門481点（－213）、「フォトにっき」部門に602点（-369）の応募があった。また、
「インターネットを安全に使うための家庭のルール」をテーマとした「私たちの１か
条」部門へは、270点（-993）の応募があり、合計2,121点（-2,060）の応募となっ
た。

事業又は取組名

子育て情報提供、県民意識啓発事業、くまもと子育て応援プロジェクト
の実施（再掲）

61 　父親向け育児情報冊子「パパ手帳」（18,000部）及び子育てサポート
「孫育て手帳」（12,500部）を県内各市区町村へ配布し、「肥後っ子の
日」をはじめ、子育てに関する情報を県民に広く提供した。

　６　広報及び啓発（第１７条関係）

事業又は取組の概要

熊本県・熊本市連携発達障がいに関する講演会

　熊本市と連携して発達障がいに関する講演会を計4回開催した。「発
達障がいのある家族支援について」等のテーマによりオンライン又は会
場での講演会を開催し、県民に広く理解されるよう啓発を行った。（合
計参加者数：2,066人）

家庭から暴力をなくすキャンペーン

　DV（配偶者等からの暴力）や虐待の増加が懸念されるなか、関係機
関との連携・協力のもと、県民の意識啓発を目的としたチラシの配布や
ポスター展示、県民や関係者を対象とした児童虐待防止シンポジウム
（48人参加）及びＤＶ防止講演会（150人参加）を実施した。

くまもと子ども・若者”よりそい”シンポジウム等の開催

66

家庭教育に関する 情報の収集、 整理、 分析及び提供を行う と と も に、 教育における 家庭の
果たす役割及び責任の重要性について、 県民の理解を深める 広報及び啓発を行う 。
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54,885の一部

消費生活課

9,095の一部

消費生活課

1,099の一部

義務教育課

186の一部

義務教育課

300の一部

社会教育課

300の一部

社会教育課
72

「くまもと家庭教育１０か条」等の啓発

　就学時健診をはじめ、関係機関（学校等、教育委員会）に対して家庭
教育広報資料を配付し、家庭教育の重要性を啓発した。また、「くまも
と家庭教育支援チーム」登録団体にも申請に応じて配布した。
・「くまもと家庭教育１０か条」啓発チラシ配布数19,090枚（令和７年３月
末時点）

69

「くまもと早ね・早おき　いきいきウィーク」の実施

　８月末から9月15日（9月の「肥後っ子の日」）までの期間を「くまもと
早ね・早おき　いきいきウィーク」とし、県内の認定こども園、幼稚園、保
育所、小学校、中学校等が連携して、基本的な生活習慣の育成に関
わる取組を一斉に実施した。啓発チラシの配付やホームページへの掲
載、新館１階ロビー展示、テレビやラジオでの広報を行った。

68

食品ロス削減推進事業（意識改革・行動変容推進）

　食品ロス削減の取組を推進するため、食品ロス削減につながる４つの行
動を食品ロス削減アクション「四つ葉のクローバー運動」（てまえどり・食べき
り・フードドライブ・食ロスチェック）として普及啓発や１０月の食品ロス削減月
間には展示による周知を実施。フードドライブでは、持込拠点を5か所(+2か
所)に増加、前年度を上回る８３の事業所（+8事業所）から約２．４㌧(+約150
㌔)の食品が集められ、子ども食堂等を通じて支援を必要とする方々へ届け
られ活用いただいた。

70

71

「くまもと家庭教育支援チーム」の推進

　学校・家庭・地域・事業所等で家庭教育支援に取り組む団体を登録
し、県民みんなで家庭教育支援に取り組む気運を高めるため、各種団
体等へ参加登録を呼びかけ、33団体を登録した（累計1,200団体）。

「熊本県就学前教育に係る実態調査」の実施及び結果の活用

　0歳児から小学校3年生までの基本的な生活習慣の定着状況等を把
握するために、「熊本県就学前教育に係る実態調査」を実施し、その結
果及び課題について関係機関に周知した。幼・保等、小、中連携セミ
ナーにおいて、午後10時前就寝の結果等基本的な生活習慣の育成の
ためのプレゼンテーションの資料を作成し、各管内等で啓発した。

67

消費生活相談・啓発事業（再掲）

　消費者被害の未然防止と自立した消費者の育成を行うため、PTA、学校、地域の団体等
が開催する学習会や研修会等へ消費者教育コーディネーターや熊本県金融広報委員会
の金融広報アドバイザー、J-FLEC講師、適格消費者団体NPO法人消費者支援ネットくまも
との弁護士、司法書士、消費生活相談員等を派遣し、消費生活出前講座を実施した。74回
実施（-12回）、参加者3,726名(-3,748名)
　また、新聞紙面「せいかつQ＆A」にて、「子どものオンラインゲームでの高額課金」につい
て掲載し、県民に向けて啓発・相談窓口の周知を行った。加えて、県消費生活センターに寄
せられた相談のうち、県民に早くお知らせすべき案件を「消費者トラブル注意報」として発
出。令和6年度実績6件。
　このうち、「第114号（未成年の子どものオンラインゲーム課金トラブル）」においては、社会
教育課と連携をし、親の学びオンデマンド講座「ペアレンタルコントロール」ならびに「すこや
か子育て電話相談」についても広報。（連携課：社会教育課）
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300の一部

社会教育課

178の一部

社会教育課

536の一部

社会教育課

536の一部

社会教育課

1,705

人権同和教育課

604

人権同和教育課

77

熊本県子ども人権フェスティバル事業

　「熊本県人権教育・啓発基本計画」の趣旨等を踏まえ、児童生徒を主体と
する「熊本県人権子ども集会」をオンデマンドで令和６年（2024年）10月24
日～令和7年（2025年）1月31日（県立学校の最上級生に限って、2月28日）
まで実施した。
・体験・活動報告校：小学校・中学校・特別支援学校・高等学校
・集会メッセージに「差別・いじめを許さない内容」を入れて提案し、学校だ
けでなく家庭や地域での教育の重要性を訴え、心身の調和のとれた児童
生徒の育成につながるようにした。
・視聴人数７６，046人（+9，069）※熊本市・私立学校含む

75

家庭教育推進啓発事業

73

家庭における情報モラル事業

　「くまもと携帯電話・スマートフォンの利用５か条」及び「『親の学び』オ
ンデマンド講座DVD～考えようスマホとの距離～」を活用した「親の学
び」講座を開催し、子育て世代の保護者に対して啓発を図った。
・「くまもと携帯電話・スマートフォンの利用５か条」啓発チラシ配布数
24,135枚（令和７年３月末時点）
・「『親の学び』オンデマンド講座【スマホ編】」R6視聴回数688回（累計
2,515回）（令和７年３月末時点）

74

家庭教育支援功労者及び家庭教育支援優良団体表彰

　本県で実施している施策を活用した家庭教育支援の振興に功績の
あった11個人（+1）及び３団体（±0）（条例関係課からの推薦：5課５人２
団体）を表彰した。

　くまもと家庭教育支援条例関係課連絡会議を２回開催し、関係課との
連携を図るとともに、くまもと家庭教育支援条例及び家庭教育の重要
性等について県民への普及啓発を図った（6部局（±0）、20課（±0）、
81施策(＋2)）。

「親の学び」推進園事業

　家庭教育支援を強化するため、県内の幼稚園等に広く「親の学び」
講座の普及啓発を図るとともに、今後の家庭教育支援の推進や「親の
学び」講座の在り方について検討することを目的に、県内全市町村に
推進園を271園(＋17)指定し、「親の学び」講座の実施を推進した。
　令和７年３月には、就学前教育・保育を行う施設が加盟する５団体と
県教育委員会で、継続した家庭教育支援に取り組む気運を高めること
を目的とした連携協定を締結した。

78

人権教育促進事業

　セルフチェックシートや偏見・差別のおこる仕組み等を掲載した「人権
尊重のまちづくり」リーフレットを配布し、研修等で説明及び活用の仕
方を考えさせた。また、社会教育において、人権教育指導者が研修等
でリーフレットを活用するための研修スライドを本課ホームページに掲
載した。
　「熊本県部落差別の解消の推進に関する条例」チラシを市町村教育
委員会訪問時や研修等で配布し、周知啓発に努めた。

76
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（ゼロ予算）

県立図書館

46,299の一部

県立図書館

1,906の一部

生活安全企画課
81

「肥後っ子のシグナル」の配布

　令和５年中における県内の少年非行統計及び少年非行防止に関す
る資料等を掲載した小冊子を20,000部作成し、県下の全小・中・高校
等に配布するとともに、県警ホームページに掲載した。

79

図書館サービスの充実

　目に入りやすいディスプレイや、子どもや保護者の興味関心の高い
テーマで展示コーナーを作り、ＳＮＳ等で情報発信しながら、利用者の
満足度が高くなる環境づくりを行う。おはなし会や季節のイベントなども
実施する。

80

こども本の森 熊本の運営及び充実

　豊かな自然環境の中にある「こども本の森 熊本」が令和６年４月に開
館。家族連れや保育園等の園外活動など、多くの人が訪れており入館
者数は４万３千人を超えた（２月末現在）。SNS等での情報発信や多様
なイベント開催などを通して、本の森に足を運んでもらい、子どもたちは
多くの本に出会い、本に親しんだ。
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令和７年度当初
予算額（千円）

担当課

1,524

子ども未来課

57,584の一部

消費生活課

7,854の一部

消費生活課

91

教育政策課

2,008の一部

社会教育課

（ゼロ予算）

生活安全企画課

　１　親としての学びを支援する学習機会の提供（第12条関係）

1

　学校や団体等へ消費者教育コーディネーターを派遣し、エシカル消費や食品ロス削減等に係
る出前講座を実施する。　また、家庭におけるエシカル消費（地域の活性化や雇用なども含む、
人・社会・地域・環境に配慮した消費行動）の理解を深めるため、消費者教育教材を新たに作成
し、普及啓発を行う。

 令和7年度（2025年度）の施策の計画

番号

2

事業又は取組名

くまもと子育て応援プロジェクトの実施

事業又は取組の概要

　「くまもと子育て応援プロジェクト」をハイブリッド形式（対面・YouTubeオンライン配信）で開催予
定。著名人等による子育てに関する講演や、くまもと「親の学び」プログラム、体験活動等の分科
会などにより、保護者への学習機会の提供を行う。

　消費者被害の未然防止と自立した消費者の育成を行うため、PTA、学校、地域の団体等が開
催する学習会や研修会等へ消費生活相談員等を派遣する。また、県ホームページ等に「消費者
トラブル注意報」を発出し、消費者被害の注意喚起を促すことで、消費者被害の未然防止を図
る。

食品ロス削減推進事業（意識改革・行動変容推進）

3

消費生活相談・啓発事業

6

肥後っ子をまもる保護者教室

4

情報安全出前講座

　学校やPTA等の要望に応じて、保護者や教職員等を対象に、情報安全ファシリテータ（県指導
主事等）によるスマートフォン等（児童生徒１人１台端末を含む）やインターネット、SNS等の安全
利用に関する講話を実施する。

5

くまもと「親の学び」プログラムの推進（保護者対象）

　子育て世代の保護者を対象として、くまもと「親の学び」プログラムを活用した講座の開催を推
進する。

　少年警察活動の一環として、児童・生徒の保護者を対象に、少年の非行防止及び健全育成に
対する家庭の役割を認識させ、少年の非行及び犯罪被害等の未然防止に対する保護者等の指
導力等の養成を図る。

保護者が家庭教育の内容、 子育ての知識その他の親と し て成長する ために必要なこ と につ
いて学ぶこ と を支援する 学習方法の開発及び普及を行う と と も に、 学習機会の提供を行う 。
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令和７年度当初
予算額（千円）

担当課

8,902の一部

私学振興課

3,000

私学振興課
義務教育課

4,375の一部

認知症施策・地域
ケア推進課

52,770

社会福祉課

82,849の一部

子ども未来課

3,939の一部

子ども未来課

13,084

子ども家庭福祉課

17,765の一部

環境立県推進課

761の一部

くらしの安全推進課

57,584の一部

消費生活課

海外の正規の後期中等教育機関に原則１年間留学する生徒への補助を行う。

9

認知症サポーターアクティブチーム支援事業

　認知症に関する知識や認知症の人への対応方法などを学ぶ「認知症サポーター養成講座」
が、小・中学校や高校等の教育現場でより多く実施されるよう、関係機関への働きかけを行う。

番号

私立中学・高校における保育体験の推進

保育体験を行う私立中学・高校に対して私立学校教育改革推進事業費補助を行う。

8

高校生の留学促進事業

　２　親になるための学びの推進（第13条関係）

7

10

生活困窮者自立支援法に基づく子どもの学習・生活支援事業

　生活保護、生活困窮世帯の子どもに対して、塾形式を中心とした学習支援や、家庭訪問による
生活習慣、育成環境の改善に関する助言を行う。
　また、生活保護、生活困窮世帯の子どもの進学の夢を実現できるよう、受験期にある子どもに
対して、学習支援の強化を行う。

13

こどもの居場所づくり支援事業（学習支援・交流事業）

　家庭の事情、不安や悩み等を抱え学習に支障を来しているひとり親家庭等の子供たちに、最
寄りの地域で学びの場・安らぎの居場所を確保・提供する「地域の学習教室」に取り組む。

14

くまもとゼロカーボン行動ブック等を活用した環境教育の推進

　「２０５０年県内ＣＯ₂排出実質ゼロ（ゼロカーボン）」に向けて、家庭で実践していただきたい具体
的な行動やＣＯ₂削減効果、メリットを「見える化」した「くまもとゼロカーボン行動ブック」を用いて、
小学生から大学生、企業への講座など様々な形で啓発を行う。
　様々な広報媒体を活用した情報発信を行うとともに、新たに子ども向けの環境教育等に活用す
る教材を作成し、普及啓発を図る。

11

私立幼稚園における高校生の保育体験の受入れの推進

事業又は取組名

事業又は取組の概要

　私立幼稚園4園において１回につき５人以上の高校生が参加する交流事業・保育体験を実施
している園に対し、実施回数に応じて経常費助成費補助に加算する。

12

思春期健康教育事業（プレコンセプションケア普及啓発推進事業）

　県内の高校で、保健医療の現場に携わる講師（産婦人科医師、助産師等）による講演会を実
施し、生徒、保護者、その他関係者に正しい性と生の知識の普及を図ることを目的に約２７校で
講演を実施予定。また、県内の全高校生に対し、思春期相談窓口周知カードを配付予定。

15

若年層への食の安全に関する学習機会の提供

　将来、消費者等として食の安全について正しい判断ができるよう、中学生や高校生に食の安全
に関する講座等を開催する。

16

消費生活相談・啓発事業（再掲）

　消費者被害の未然防止と自立した消費者の育成を行うため、PTA、学校、地域の団体等が開
催する学習会や研修会等へ消費生活相談員等を派遣する。また、県ホームページ等に「消費者
トラブル注意報」を発出し、消費者被害の注意喚起を促すことで、消費者被害の未然防止を図
る。

子ども たちが家庭の役割、 子育ての意義その他の将来親になる こ と について学ぶこ と を
支援する 学習方法の開発及び普及を行う と と も に、 学習機会の提供を行う 。
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7,854の一部

消費生活課

10,806の一部

農業技術課

2,008の一部

社会教育課

（ゼロ予算）

生活安全企画課

19

くまもと「親の学び」プログラムの推進(中高生対象)

　中学生や高校生を対象として、くまもと「親の学び」プログラム（次世代編）を活用した講座を開
催し将来親になることや自立の大切さについて学ぶ。特に、中学校においては、「親の学び」次
世代編実践協力校を各管内1～2校を指定し、「親の学び」プログラムの効果的な活用について
実践を行う。

20

非行防止教室・薬物乱用防止教室

　少年警察活動の一環として、児童・生徒を対象に、具体的な非行及び犯罪被害の事例、薬物
乱用の危険性や有害性に関する正しい知識等を交えた講話を行い、少年の非行防止及び犯罪
被害の未然防止を図る。

17

食品ロス削減推進事業（意識改革・行動変容推進）（再掲）

　学校や団体等へ消費者教育コーディネーターを派遣し、エシカル消費や食品ロス削減等に係
る出前講座を実施する。　また、家庭におけるエシカル消費（地域の活性化や雇用なども含む、
人・社会・地域・環境に配慮した消費行動）の理解を深めるため、消費者教育教材を新たに作成
し、普及啓発を行う。

18

地下水と土を育む農業の推進

　熊本の地下水と土の保全に資する「地下水と土を育む農業」に関して、子どもたちの理解を促
進するための副読本を作成し、県内の小学３年生（新４年生向け）へ配布する。なお、配布する
副読本は電子化し、タブレット端末等で閲覧できるよう対応する。
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令和７年度当初
予算額（千円）

担当課

33,900

子ども未来課

91

教育政策課

1,157の一部

高校教育課

5,678の一部

高校教育課

8,255の一部

高校教育課

212

体育保健課

5,723

義務教育課

2,794の一部

義務教育課

2,008の一部

社会教育課

2,008の一部

社会教育課

1,204

社会教育課

県立高等学校の家庭科主任を対象とした講習

21

現任保育士等研修事業

事業又は取組名

　３　人材養成（第14条関係）

情報安全出前講座（再掲）

事業又は取組の概要

　保育課題別重点研修では、不適切な保育防止研修、児童虐待防止研修、発達障がい研修、
保育所実習指導者研修、園長等研修の5つの項目で集合型及びオンライン研修を計6回（±0）
の研修を実施予定。
　キャリアアップ研修では、乳児保育、幼児教育等８つの分野でオンデマンド形式による研修を
実施予定。

番号

22 　学校やPTA等の要望に応じて、保護者や教職員等を対象に、情報安全ファシリテータ（県指導
主事等）によるスマートフォン等（児童生徒１人１台端末を含む）やインターネット、SNS等の安全
利用に関する講話を実施する。

23 　本条例制定の経緯やねらいを踏まえ、家庭、地域と連携した学校の役割について、講義及び
研修等を実施する。

26

健康教育担当者を対象とした研修会

　児童生徒の健康で安全な生活のための資質・能力の育成に向けて、教職員の資質向上を図
り、学校教育活動全体での健康教育を推進する。また、家庭・地域と連携した健康教育の実践を
通して、児童生徒の望ましい生活習慣の形成を図る。

27

幼児教育推進体制の充実・活用強化事業

　幼児教育アドバイザー（スーパーバイザー）の配置及びそれらを活用した研修支援、幼・保等、
小接続の推進等を図り、幼稚園・保育所・認定こども園に対して一体的に県内全体の幼児教育
の質向上を図る。

24

県内の地歴・公民科教員を対象とした研修

　本条例制定の趣旨及び成年年齢引下げ等の社会状況を踏まえ、家庭、地域と連携した学校
の役割について、研修を実施する。

25

県立高等学校の進路指導主事等を対象とした講習

　本条例制定の趣旨を踏まえ、高等学校等進路指導連絡協議会において、進路指導の視点か
ら家庭と連携した取組を推進する。

30

くまもと「親の学び」プログラム進行役養成講座

　くまもと「親の学び」プログラムを進行する進行役養成講座を県内各地域で開催する。

31

県統括コーディネーター配置事業（地域と学校の連携・協働に関するアドバイザー配置）

  各市町村教育委員会及び統括的な地域学校協働活動推進員を指導・助言できる知識と経験
を有し、市町村の枠を超えて活動する県統括アドバイザーを県に1人配置する。

28

幼稚園教員・保育士等を対象とした研修

　子育て支援を行う教員・保育士等の資質向上や指導・援助方法の工夫改善を図るための研修
を実施する。

29

くまもと「親の学び」プログラムトレーナー研修会

　くまもと「親の学び」プログラムを活用した講座を進行したり、学校等における研修会の指導をし
たりする「親の学び」プログラムトレーナーの資質向上を目的とした研修会を開催する。

指導者、 教員、 保育士等を対象と し た研修会や講習を行う こ と で、 家庭教育を支援する 人
材の養成及び資質の向上を図る 。
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782

社会教育課

104の一部

社会教育課

132

県立図書館
34

肥後っ子いきいき読書環境づくり事業　 （新）

32

人材育成・活動推進事業

  地域学校協働活動推進員の資質向上のための研修会を開催する。

33

社会教育団体等指導者研修

　就学前、小・中・高・特別支援学校のＰＴＡ等の指導者のための研修会を開催し、情報の提供
を行う。

　「熊本県子供の読書活動推進計画～肥後っ子いきいき読書プラン～」に基づき、子どもの読書
環境の充実を図ることを目的に、学校図書館関係者ならびに読書活動支援関係者を対象として
講座を実施。（受講対象者は隔年で読書活動支援関係者ならびに乳幼児教育関係者と交互）
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令和７年度当初
予算額（千円）

担当課

52,770

社会福祉課

6,170

子ども未来課

1,645の一部

子ども未来課

438

子ども未来課

13,084

子ども家庭福祉課

（ゼロ予算）

教育政策課、高校教
育課、
特別支援教育課、義
務教育課

131,424

特別支援教育課

25,443

特別支援教育課

960

特別支援教育課

15,969の一部

学校安全・安心推
進課、生活安全企
画課

　人工呼吸器を装着して登校している児童生徒に付き添う保護者の負担軽減のため、保護者と
の契約により学校に看護師を派遣する医療機関（訪問看護ステーション含む）に対して、補助金
交付を行う。

43

通学支援補助事業

　通学中の医療的ケアが必要な児童生徒について、保護者送迎が困難な場合の支援策として、
福祉車両等に看護師等を同乗させる訪問看護等事業者に対して、補助金交付を行う。

44

学校等警察連絡協議会事業

   学校と警察が相互理解により、生徒・児童の非行防止、被害防止及び安全確保その他健全育
成施策を推進し、よりよい密接な情報交換と行動連携の強化を図るため、県下21地区の学校等
警察連絡協議会を組織するとともに、その上部組織である県学校等警察連絡協議会を設置す
る。

　家庭の事情、不安や悩み等を抱え学習に支障を来しているひとり親家庭等の子供たちに、最
寄りの地域で学びの場・安らぎの居場所を確保・提供する「地域の学習教室」に取り組む。

41

ほほえみスクールライフ支援事業

　県立特別支援学校及び県立高等学校に在籍する医療的ケアが必要な児童生徒の安全安心
な学習環境整備と保護者の負担軽減のため、委託医療機関等から県立特別支援学校等に看
護師を派遣し、医療的ケアを実施する。

40

「くまなびの日」実施　（新）

  教育の出発点である家庭において、子供一人一人の個性や能力に応じた多様な学びの機会
を創出し可能性を広げることができるよう、子供と家族が一緒に休める環境を整備する。

42

人工呼吸器装着児童生徒看護師利用補助事業

36

37

私立幼稚園における預かり保育を通じた子育て支援

　教育時間終了後や休業日に預かり保育を実施する私立幼稚園に対して、補助を行う。

　極低出生体重児とその保護者等を対象に「リトルエンジェル手帳」の交付や保健師による退院
前後の訪問を実施し、県、市町村、医療機関が連携して、支援の推進を図る。

リトルエンジェル支援

番号

　４　家庭、学校、地域住民等の連携した活動の促進（第15条関係）

事業又は取組の概要

35

生活困窮者自立支援法に基づく子どもの学習・生活支援事業（再掲）

　生活保護、生活困窮世帯の子どもに対して、塾形式を中心とした学習支援や、家庭訪問による
生活習慣、育成環境の改善に関する助言を行う。
　また、生活保護、生活困窮世帯の子どもの進学の夢を実現できるよう、受験期にある子どもに
対して、学習支援の強化を行う。

事業又は取組名

38

発達障がい児早期発見・早期支援事業

　子育てに困ったときの参考書として「子育てをもっと楽しくするために～保護者のための子育て
参考書～」を市町村を通じて配布する。

39

こどもの居場所づくり支援事業（学習支援・交流事業）（再掲）

子育ての支援を行う 機関に対する 補助、 地域の人材を 活用し た家庭教育支援を行う など、
家庭教育の関係者が相互に連携し 、 協力し て取り 組む家庭教育活動を支援する 。
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80,770の一部

社会教育課

80,770の一部

社会教育課

80,770の一部

社会教育課

210

社会教育課

330の一部

県立図書館

37,086

生活安全企画課

   学校における働き方改革を踏まえた、地域と学校を繋ぐ地域学校協働活動推進員を配置する
市町村を支援し、地域全体で子供たちの成長を支える「地域学校協働活動」の取組を推進す
る。

46

地域と学校の連携・協働体制構築費補助事業（家庭教育支援員配置）

　家庭教育支援員による相談業務や学習機会の提供及び情報提供を行う。また、地域における
支援体制（ネットワーク）づくりを推進する。

45

地域と学校の連携・協働体制構築費補助事業（学校における働き方改革を踏まえた地域学校
協働活動推進員配置）

47

地域と学校の連携・協働体制構築費補助事業（地域における学習支援、体験活動）

   家庭の事情、環境等の理由等で、家庭での学習が困難であったり、学習習慣が十分身につい
ていなかったりする子供たちへの学習支援や放課後の空き教室等を利用して、学校や家庭だけ
では行えない体験活動を地域の教育力を活用して実施する。

48

「熊本の心」活用推進事業

　県民の郷土愛及び道徳心を高め、郷土に誇りを持ち、夢の実現を目指す熊本の人づくりを推
進するため、「熊本の心」（助けあい 励ましあい 志高く）を県民全体に普及啓発する。

50

スクールサポーター活用事業

　警察本部生活安全企画課及び熊本市内の警察署等７警察署に警察ＯＢ１１人を配置し、児
童・生徒の非行事案への対応、いじめ・校内暴力事案に対する指導・助言等を行うため学校へ
派遣する。また、非行防止教室の開催や学校等における児童・生徒の安全確保等の活動を行
う。

49

おはなし会活動団体支援　（新）

　読書活動支援関係者や乳幼児教育関係者に対して、紙芝居やビッグブック、パネルシアター
等のおはなし会に必要な特別資料の提供を行う。
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令和７年度当初
予算額（千円）

担当課

9,608

私学振興課

6,170の一部

子ども未来課

9,158

子ども家庭福祉課

20,817

子ども家庭福祉課

145,377

子ども家庭福祉課

4,578

子ども家庭福祉課

12,011の一部

障がい者支援課

6,145

男女参画・協働推
進課

174,452

学校安全・安心推
進課

147,075

学校安全・安心推
進課

4,808

学校安全・安心推
進課

ひとり親家庭等支援事業(母子家庭等就業・自立支援事業)

55

児童家庭支援センター事業

　児童虐待への迅速かつきめ細かな対応のために、心理士による専門性を活かした相談対応等を行う
児童家庭支援センターを設置し、子どもや保護者の支援に取り組む。

56

ヤングケアラー支援体制強化事業

　コーディネーターの配置による関係機関との連携支援や、ピアサポーターによる相談支援、オ
ンラインサロン及び関係機関職員研修の開催により、支援体制の構築を行う。

57

医療的ケア児等暮らし安心サポート事業（医療的ケア児地域支援体制強化事業）

60

　医療的ケア児の支援のため、「熊本県医療的ケア児支援支援センター」を設置し、相談対応や
情報提供の充実を図るとともに、統括コーディネーターを配置し、市町村や関係機関等へのフォ
ローアップ体制を整備し、地域支援体制の強化に取り組む。

58

男女共同参画相談室らいふ

　女性等が抱える様々な悩みの相談に応じる総合相談窓口を設置し、幅広い知識を有する相談
員が電話及び面接により対応する。また、女性弁護士による無料法律相談を実施する。

59

スクールカウ ンセラー活用事業

54

子ども・若者総合相談センター事業

　ニート、ひきこもり、不登校など、さまざまな悩みや課題を抱える子供・若者をサポートするワンス
トップの相談窓口を設置し、対象者のアセスメントや適切な専門機関への繋ぎ支援を実施する。

　小中学校、教育事務所等及び県立中・高、特別支援学校に、臨床心理士等のスクールカウン
セラーを配置し、いじめ・不登校等の生徒指導上の諸課題などに悩みを持つ保護者等に対し
て、子供への対応の在り方などについて専門的見地からアドバイスを行う。

52

私立幼稚園における子育て支援活動の推進

53 　様々な困難を抱えているひとり親家庭等の自立に向け、就業、生活、養育等のニーズに対する
総合的な相談支援を実施する。

　地域の保護者に対する教育相談や情報提供及び地域の子供たちに園を開放するなど、地域
の幼児教育センター的役割を果たす私立幼稚園4園に対して、補助を行う。

51

スクールソーシャルワーカー補助事業

　様々な問題を抱え福祉的な支援を必要とする私立中学・高校の生徒・学校に対し、スクール
ソーシャルワーカーを活用する学校に対して、補助を行う。

　５　相談体制の整備及び充実（第16条関係）

番号
事業又は取組名

事業又は取組の概要

スクールソーシャルワーカー活用事業

　県立高校拠点校及び教育事務所等に、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有するス
クールソーシャルワーカーを配置し、児童生徒や保護者に対する相談業務とともに、必要な関係
機関と連携を図りながら、児童生徒を取り巻く環境の改善を図る。

61

学校支援アドバイザー配置事業（市町村立学校）

　5つの教育事務所（宇城、玉名、菊池、上益城、八代）に、警察官OBの学校支援アドバイザー
を配置し、問題行動等の未然防止や問題行動等発生時の対応を行う。また、児童生徒及びその
保護者の相談にも対応する。

家庭教育に悩む人たちを対象と し て、 電話相談、 面接相談等の相談体制の整備及び充実を
図る 。
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5,525

学校安全・安心推
進課

2,822の一部

社会教育課

34,000の一部

生活安全企画課

62

学校問題解決支援事業　（新）

　学校安全・安心推進課内に学校問題解決支援コーディネーター（学校運営に識見を有する学
校管理職ＯＢ）を配置し、学校だけでは解決困難な事案に直接、継続的に対応する。コーディ
ネーターは中立的な立場で学校や保護者等からの相談に対応し、解決に向けての支援を行う。

63

家庭教育電話相談事業

　家庭教育電話相談員を配置し、子育てに悩みを持つ保護者に対する相談体制を整備する。ま
た、電話相談カードを作成し、保護者に配布するとともに、広報を行い、併せて相談員のスキル
アップを図るための研修会を実施する。

64

少年相談「肥後っ子テレホン」事業

　少年又は保護者等から少年の非行、犯罪被害等に関する相談を電話やメールで受け付け、必
要な助言、指導等を行う。
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令和７年度当初
予算額（千円）

担当課

4,834

子ども未来課

882

子ども家庭福祉課

20,817の一部

子ども家庭福祉課

56,871の一部

障がい者支援課

1,701の一部

くらしの安全推進課

1,701の一部

くらしの安全推進課

57,584の一部

消費生活課

7,854の一部

消費生活課

1,116の一部

義務教育課

1,116の一部

義務教育課

事業又は取組名
番号

65

事業又は取組の概要

　困難を抱える子ども・若者への理解を深めるため、熊本県子ども・若者支援地域協議会との連
携・協力のもと、県民の意識啓発を目的としたシンポジウムや交流会を実施する。

　６　広報及び啓発（第17条関係）

70

熊本県少年保護育成条例の周知啓発

　熊本県少年保護育成条例に基づき、フィルタリング普及促進等に関するグッズを作成し、小中
高校や携帯電話販売店等に配布する。

71

消費生活相談・啓発事業（再掲）

　消費者被害の未然防止と自立した消費者の育成を行うため、PTA、学校、地域の団体等が開
催する学習会や研修会等へ消費生活相談員等を派遣する。また、県ホームページ等に「消費者
トラブル注意報」を発出し、消費者被害の注意喚起を促すことで、消費者被害の未然防止を図
る。

69

青少年健全育成推進事業のうち「家庭の日」あったか家族コンクールの実施

　毎月第１日曜日の「家庭の日」に、明るい家庭づくり運動を展開する。また、家族で過ごした様
子を表現する「絵にっき」・「フォトにっき」の作品コンクールや「インターネットを安全に使うための
家庭のルール」を家族で話し合ってもらう「私たちの１か条」のコンクールを実施する。

68

熊本県・熊本市連携発達障がいに関する講演会

　周囲には分かりにくい発達障がいについて、県民に正しい理解を広げるための講演会等を実
施する。

家庭から暴力をなくすキャンペーン

子育て情報提供、県民意識啓発事業、くまもと子育て応援プロジェクトの実施

　父親向け育児情報冊子「パパ手帳」及び子育てサポート「孫育て手帳」を県内各市町村へ配布
し、「熊本県子ども輝き条例」及び「肥後っ子の日」をはじめ子育てに関する情報を県民に広く提
供する。

66 　DV（配偶者等からの暴力）や虐待の増加が懸念されるなか、関係機関との連携・協力のもと、
県民の意識啓発を目的としたチラシの配布やポスター展示、県民や関係者を対象とした児童虐
待防止シンポジウム及びＤＶ防止講演会を実施する。

67

くまもと子ども・若者”よりそい”シンポジウム等の開催

74

「熊本県就学前教育に係る実態調査」の実施及び結果の活用

　０歳児から小学校３年生までの基本的な生活習慣の定着状況等を把握するために、「熊本県
就学前教育に係る実態調査」を実施し、その結果及び課題について関係機関に周知し、基本的
な生活習慣の育成のための取組を推進する。

72

食品ロス削減推進事業（発生抑制・有効活用推進/消費者等取組促進）

　食品ロス削減の取組を推進するため、食品ロス削減につながる４つの行動を食品ロス削減アク
ション「四つ葉のクローバー運動」（てまえどり・食べきり・フードドライブ・食ロスチェック）として普
及啓発を行う。

73

「くまもと早ね・早おき　いきいきウ ィーク」の実施

　８月末から９月１５日（９月の「肥後っ子の日」）までの期間を「くまもと　早ね・早おき　いきいき
ウィーク」とし、県内の認定こども園、幼稚園、保育所、小学校、中学校等が連携して、基本的な
生活習慣の育成に関わる取組を一斉に実施する。

家庭教育に関する 情報の収集、 整理、 分析及び提供を行う と と も に、 教育における 家庭の
果たす役割及び責任の重要性について、 県民の理解を深める 広報及び啓発を行う 。
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307の一部

社会教育課

307の一部

社会教育課

307の一部

社会教育課

1,103の一部

社会教育課

1,103の一部

社会教育課

1,103の一部

社会教育課

1,103の一部

社会教育課

2,008の一部

社会教育課

2,297

人権同和教育課

588

人権同和教育課

75

「くまもと家庭教育支援チーム」の推進

　学校・家庭・地域・事業所等で家庭教育支援に取り組む団体を登録し、県民みんなで家庭教
育支援に取り組む気運を高めるため、各種団体等へ参加登録を呼びかける。

81

家庭教育支援幼保連携事業　（新）

　令和７年３月に、就学前教育・保育を行う施設が加盟する５団体と県教育委員会で、継続した
家庭教育支援に取り組む気運を高めることを目的とした連携協定を締結した。今後は、「保護者
が学ぶ機会」の設定等のこれまで以上の推進や、チラシを配付する等して、発達段階に応じたき
め細やかな連携を図る。また、フォーラム等、家庭教育支援に係る会議等への出席機会を提供
する。

80

「親の学び」推進園事業

　県内の幼稚園等に広く「親の学び」講座の普及啓発を図るとともに、今後の家庭教育の推進や
「親の学び」講座のあり方等について検討することを目的に、県内全市町村に１園以上の推進園
を設定する。
　また、連携協定締結を踏まえ、「親の学び」講座をはじめとした各種施策の継続的な実施を図
る。

76

「くまもと家庭教育１０か条」等の啓発

　就学時健診をはじめ、関係機関（学校等、教育委員会）に対してチラシを配付し啓発するととも
に、学校や家庭、地域でのルールづくりを促進する。

77
家庭における情報モラル事業

　子育て世代の保護者に対して、情報モラル、スマートフォン利用等に関する啓発チラシを配付
する。

83

熊本県子ども人権フェスティバル事業

　「熊本県人権教育・啓発基本計画」の趣旨等を踏まえ、児童生徒を主体とする「熊本県人権子
ども集会」を通して、全ての人々の人権意識の高揚を図るとともに、部落差別をはじめあらゆる差
別をなくし、人権が共存する人権尊重社会の実現をめざす。

78

家庭教育支援功労者及び家庭教育支援優良団体表彰

84

人権教育促進事業

　「人権」をテーマに啓発ポスター及びチラシを作成する。県内の学校及び市町村教育委員会
等の関係団体へ配布し、児童生徒及び県民に対して啓発を図る。
　市町村人権教育担当者等に対し、研修会を実施する。

　家庭教育支援を行う個人及び団体に対し功労表彰を行い、その後の活動への意欲付けを行
う。

79

家庭教育推進啓発事業

　くまもと家庭教育支援条例関係課連絡会議を開き、関係課との連携を図るとともに、くまもと家
庭教育支援条例及び家庭教育の重要性等についてフォーラムを開催するなどして、県民への
普及啓発を図る。

82

民間企業への「お出掛け『親の学び』講座」実施による普及促進　（新）

　就学前施設や小中学校等で実施している「親の学び」講座を、企業や団体等と連携し広く啓発
することで、多くの県民の講座認知度を高め、一層の普及促進へつなげる。
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（ゼロ予算）

県立図書館

42,414の一部

県立図書館

482

生活安全企画課

86

こども本の森 熊本の運営及び充実

　豊かな自然環境の中にある「こども本の森 熊本」で子どもたちに読書を楽しんでもらい、たくさ
んの夢を描いてもらう。また、家族連れや保育園等の園外活動などをはじめ多くの県民にも足を
運んでいただき、素晴らしい本との出会いがあるよう季節の行祭事に合わせたイベント等を企画・
開催する。

87

少年の非行・被害防止に関する広報啓発資料の作成

　県内の少年非行統計、少年非行・被害防止に関する資料等を作成し、県民に広く配布する、
県警ホームページに掲載するなどして、少年の健全育成に対する意識高揚を図る。

85

図書館サービスの充実

　子どもが借りたくなる書架、大人が子どもに読書を薦めたくなる見出し、目に入りやすいディス
プレイや時事に合った展示コーナーを作り、利用者の満足度が高くなる環境づくりを行う。おは
なし会や季節のイベントなども実施する。館内の様子やイベントの告知をＳＮＳ等で情報発信す
る。
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く ま も と 家庭教育支援条例 

目次 

 前文 

 第１ 章 総則（ 第１ 条―第１ １ 条）  

 第２ 章 家庭教育を 支援する た めの施策（ 第１ ２ 条―第１ ７ 条）  

 附則 

家庭は、 教育の原点であ り 、 全て の教育の出発点であ る 。 基本的な 生活習慣、 豊か

な 情操、 他人に対する 思いやり や善悪の判断な ど の基本的な 倫理観、 自立心や自制心

な ど は、 愛情によ る 絆で結ばれた 家族と の触れ合いを 通じ て 、 家庭で育ま れる も ので

あ る 。 私た ち が住む熊本では、 子ど も は地域の宝と し て 、 それぞれの家庭はも ち ろ ん

のこ と 、 子ど も を 取り 巻く 地域社会その他県民みな で子ど も の育ち を 支え て き た 。  

 し かし な がら 、 少子化や核家族化の進行、 地域のつな がり の希薄化な ど 、 社会が変

化し て いる 中、 過保護、 過干渉、 放任な ど 家庭の教育力の低下が指摘さ れて いる 。 ま

た 、 育児の不安や児童虐待など が問題と なる と と も に、 いじ めや子ど も た ち の自尊心

の低さ が課題と な っ ている 。  

 こ れま でも 、 教育におけ る 家庭の果た す役割と 責任についての啓発な ど 、 家庭教育

を 支援する た めの様々な 取組が行われて き て いる が、 今こ そ、 そ の取組を 更に進めて

いく こ と が求めら れている 。  

こ う し た取組によ り 、 各家庭が改めて 家庭教育に対する 責任を 自覚し 、 そ の役割を

認識する と と も に、 家庭を 取り 巻く 学校等、 地域、 事業者、 行政その他県民みな で家

庭教育を 支え て いく こ と が必要であ る 。  

 こ こ に、 子ど も た ちの健やかな 成長に喜びを 実感でき る 熊本の実現を 目指し て 、 こ

の条例を 制定する 。  

 

第１ 章 総則 

 （ 目的）  

第１ 条 こ の条例は、 家庭教育の支援に関し 、 基本理念を 定め、 並びに県の責務並び

に保護者、 学校等、 地域住民、 地域活動団体及び事業者の役割を 明ら かにする と と

も に、 家庭教育を 支援する ための施策の基本と な る 事項を 定める こ と によ り 、 家庭

教育を 支援する た めの施策を 総合的に推進し 、 保護者が親と し て 学び、 成長し て い

く こ と 及び子ど も が将来親にな る こ と について 学ぶこ と を 促すと と も に、 子ど も の

生活のた めに必要な 習慣の確立並びに子ど も の自立心の育成及び心身の調和のと

れた 発達に寄与する こ と を 目的と する 。  
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 （ 定義）  

第２ 条 こ の条例において 「 家庭教育」 と は、 保護者（ 親権を 行う 者、 未成年後見人

そ の他の者で、 子ど も を 現に監護する 者を いう 。 以下同じ 。） がそ の子ど も に対し

て行う 教育を いう 。  

２  こ の条例において「 子ど も 」 と は、 おおむね１ ８ 歳以下の者を いう 。  

３  こ の条例において「 学校等」 と は、 学校教育法（ 昭和２ ２ 年法律第２ ６ 号） 第１

条に規定する 学校（ 大学を 除く 。）、 児童福祉法（ 昭和２ ２ 年法律第１ ６ ４ 号） 第３

９ 条第１ 項に規定する 保育所及び就学前の子ど も に関する 教育、 保育等の総合的な

提供の推進に関する 法律（ 平成１ ８ 年法律第７ ７ 号） 第２ 条第６ 項に規定する 認定

こ ど も 園を いう 。  

４  こ の条例において「 地域活動団体」 と は、 社会教育関係団体（ 社会教育法（ 昭和

２ ４ 年法律第２ ０ ７ 号） 第１ ０ 条に規定する 社会教育関係団体を いう 。）、 地方自治

法（ 昭和２ ２ 年法律第６ ７ 号） 第２ ６ ０ 条の２ 第１ 項に規定する 地縁によ る 団体そ

の他の地域的な共同活動を 行う 団体を いう 。  

（ 基本理念）  

第３ 条 家庭教育の支援は、 保護者がそ の子ど も の教育について 第一義的責任を 有す

る と いう 基本的認識の下に、 家庭教育の自主性を 尊重し つつ、 学校等、 職域、 地域

その他の社会のあ ら ゆる 分野における 全て の構成員が、 各々の役割を 果た すと と も

に、 相互に協力し な がら 一体的に取り 組むこ と を 旨と し て 行われな ければなら な い。 

 （ 県の責務）  

第４ 条 県は、 前条に規定する 基本理念（ 以下「 基本理念」 と いう 。 )  にのっ と り 、

家庭教育の支援を 目的と し た体制を 整備する と と も に、 家庭教育を 支援する た めの

施策を 総合的に策定し 、 及び実施し な ければな ら な い。  

２  県は、 前項の規定によ り 施策を 策定し 、 及び実施し よ う と する と き は、 市町村、

保護者、 学校等、 地域住民、 地域活動団体、 事業者その他の関係者と 連携し 、 及び

協働し て取り 組むも のと する 。  

３  県は、 第１ 項の規定によ り 施策を 策定し 、 及び実施し よ う と する と き は、 保護者

及び子ど も の障害の有無、 保護者の経済状況その他の家庭の状況の多様性に配慮す

る も のと する 。  

 （ 市町村と の連携）  

第５ 条 県は、 市町村が家庭教育を 支援する た めの施策を 策定し 、 又は実施し よ う と

する と き は、 市町村に対し て情報の提供、 技術的な 助言その他の必要な 支援を 行う

も のと する 。  
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 （ 保護者の役割）  

第６ 条 保護者は、 基本理念にのっ と り 、 その子ど も の教育について第一義的責任を

有する も のと し て 、 子ど も に愛情を も っ て 接し 、 子ど も の生活のた めに必要な 習慣

の確立並びに子ど も の自立心の育成及び心身の調和のと れた 発達を 図る と と も に、

自ら が親と し て成長し て いく よ う 努める も のと する 。  

 （ 学校等の役割）  

第７ 条 学校等は、基本理念にのっ と り 、家庭及び地域住民と 連携し 、及び協働し て 、

子ど も に生活のた めに必要な習慣を 身に付けさ せる と と も に、 自立心を 育成し 、 心

身の調和のと れた 発達を 図る よ う 努める も のと する 。  

２  学校等は、 県又は市町村が実施する 家庭教育を 支援する ための施策に協力する よ

う 努める も のと する 。  

 （ 地域の役割）  

第８ 条 地域住民は、 基本理念にのっ と り 、 互いに協力し 、 家庭教育を 行う のに良好

な地域環境の整備に努める と と も に、 地域における 歴史、 伝統、 文化及び行事等を

通じ 、 子ど も の健全な育成に努める も のと する 。  

２  地域活動団体は、基本理念にのっ と り 、家庭及び学校等と 連携し 、及び協働し て 、

家庭教育を 支援する ための取組を 積極的に行う よ う 努める も のと する 。  

３  地域活動団体は、 県又は市町村が実施する 家庭教育を 支援する ための施策に協力

する よ う 努める も のと する 。  

 （ 事業者の役割）  

第９ 条 事業者は、 基本理念にのっ と り 、 家庭教育における 保護者の役割の重要性に

鑑み、 その雇用する 従業員に係る 多様な 労働条件の整備その他の従業員の職業生活

と 家庭生活と の両立が図ら れる よ う にする た めに 必要な 雇用環境の整備に努める

も のと する 。  

２  事業者は、 県又は市町村が実施する 家庭教育を 支援する ための施策に協力する よ

う 努める も のと する 。  

 （ 財政上の措置）  

第１ ０ 条 県は、 家庭教育を 支援する た めの施策を 推進する ため、 必要な 財政上の措

置を 講ずる よ う 努める も のと する 。  

（ 年次報告）  

第１ １ 条 知事は、 毎年度、 家庭教育を 支援する た めの施策を 取り ま と め、 議会に報

告する と と も に、 公表する も のと する 。  
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第２ 章 家庭教育を 支援する た めの施策 

 （ 親と し て の学びを 支援する 学習機会の提供）  

第１ ２ 条 県は、 親と し て の学び（ 保護者が、 子ど も の発達段階に応じ て 大切にし た

い家庭教育の内容、 子育て の知識その他の親と し て 成長する た めに必要な こ と を 学

ぶこ と を いう ｡ 次項において同じ ｡ ） を 支援する 学習の方法の開発及びそ の普及を

図る も のと する 。  

２  県は、 親と し て の学びを 支援する 講座の開設そ の他の保護者の学習の機会の提供

を 図る も のと する 。  

 （ 親にな る た めの学びの推進）  

第１ ３ 条 県は、 親にな る ための学び（ 子ど も が、 家庭の役割、 子育て の意義その他

の将来親にな る こ と について 学ぶこ と を いう 。 次項において 同じ 。  ） を 支援する

学習の方法の開発及びそ の普及を 図る も のと する 。  

２  県は、 学校等が子ど も の発達段階に応じ た 親にな る た めの学びの機会を 提供する

こ と を 支援する も のと する 。  

 （ 人材養成）  

第１ ４ 条 県は、 家庭教育の支援を 行う 人材の養成及び資質の向上並びに家庭教育の

支援を 行う 人材相互間の連携の推進を 図る も のと する 。  

 （ 家庭、 学校等、 地域住民等の連携し た活動の促進）  

第１ ５ 条 県は、 家庭、 学校等、 地域住民その他の関係者が相互に連携し 、 協力し て

取り 組む家庭教育を 支援する た めの活動の促進を 図る も のと する 。  

 （ 相談体制の整備・ 充実）  

第１ ６ 条 県は、 家庭教育及び子育てに関する 相談に応ずる ため、 相談体制の整備及

び充実、 相談窓口の周知その他の必要な 施策を 実施する も のと する 。  

 （ 広報及び啓発）  

第１ ７ 条 県は、 科学的知見に基づく 家庭教育に関する 情報の収集、 整理、 分析及び

提供を 行う も のと する 。  

２  県は、 教育における 家庭の果た す役割及び責任の重要性について、 県民の理解を

深め、 意識を 高める ため、 必要な 啓発を 行う も のと する 。  

３  県は、 家庭教育の支援に関する 社会的気運を 醸成する た め、 家庭教育の支援に積

極的に取り 組む団体の活動を 促進する た めの取組の実施、 家庭教育の支援に関する

有用な 事例の紹介その他の必要な 施策を 実施する も のと する 。  

附 則 

こ の条例は、 平成２ ５ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

  附 則（ 平成２ ７ 年３ 月２ ０ 日条例第３ ２ 号）  

 こ の条例は、 平成２ ７ 年４ 月１ 日から 施行する 。  
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